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テーマ名 仕事の進め方の改革 

－第２回フォローアップ－ 

担当課 

（担当課長名）

全部局等 

とりまとめ 

総合政策局政策課 

（課長 藤井 直樹） 

政策統括官付政策評価官 

（評価官 北河 渉） 

評価の目的、 

必要性 

国土交通省では、平成 13 年発足にあたり、統合のメリットを活かし、より

質の高い行政サービスを提供することを目的に、「仕事の進め方の改革」に

基づいた取組みを行っている。平成 18 年度にはその進捗状況を把握する第

１回フォローアップが行われ、各種の進捗、あるいは課題が確認された。

前回の調査から５年が経過した平成 23 年度においては、その後の改革の進

捗状況や課題への対応状況を把握するために第２回フォローアップを実施

し、今後の国土交通行政の改善方策について検討する。 

対象政策 国土交通省発足時に定めた「仕事の進め方の改革」に基づく一連の取組み。

政策の目的 「仕事の進め方の改革」に基づき、国民の視点に立って、より質の高い行

政サービスを、より低コストで、より早く提供することを目指した、総合

的な国土交通行政の発展。 

評価の視点 ①成果主義 

②局横断的な取組み 

③国民参画 

④アカウンタビリティ 

⑤国民本位で効率的な質の高い行政 

の５つのアウトカム指標による評価を実施。なお、今回調査では、平成 23

年３月 11日に発生した東日本大震災における国土交通省の対応についても

評価を行った。 

評価手法 第１回フォローアップと同様に、「仕事の進め方の改革」の進捗状況を確認

するため、下記の調査を実施した。 

・職員アンケート 

・国民アンケート 

・国民グループインタビュー 

・都道府県・政令指定都市職員アンケート 

・民間事業者職員アンケート 

・国土交通省の取組み事例収集 

・東日本大震災に係る調査 



 
 

評価結果 （成果主義） 

成果主義については、平成 18 年度時点よりも進捗が見られた。職員アン

ケートにおいては、アウトカムを意識する職員の割合が増加しており、特

に非管理職への意識の浸透が進んでいる。また、担当業務において、目標

設定がなされている職員の割合や、その目標に対するフィードバックを受

けている職員の割合も増加しており、業務における目標設定と、その振り

返りという習慣が根付いてきていると評価できる。他方、業務の目標設定

については、庶務業務など一部職種で、目標設定がしにくいという現状が

みられた。 

前回政策レビューにおいて掲げられた対応方針に係る取組みについて

は、好事例の共有に係るものとして「関東管内における BRT の推進につい

て」、アウトカム意識の職員への啓発・周知に係るものとして「事業進捗管

理に資する内部広報紙」等の事例が確認された。 

 

（局横断的な取組み） 

 局横断的な取組みについては、引き続き取組みの促進、内容の改善を図

っていくべきである。省庁合併による国土交通省発足以降に入省した職員

の増加もあり、職員アンケートにおいては国土交通省として仕事を行うと

いう意識が醸成されていることが確認できた。他方、国民アンケート、自

治体アンケート、民間事業者アンケートにおいては、必ずしも局横断的な

取り組みが進んでいないとの意見もあった。 

前回政策レビューにおいて掲げられた対応方針に係る取組みについて

は、幹部職員の施策の連携意識に係るものとして「中国地方連絡調整会議」、

施策の連携を意識した人事、研修に係るものとして「合同新規採用職員研

修におけるバリアフリー教室」等の事例が確認された。 

  

（国民参画） 

 国民参画については、平成 18 年度時点よりも進捗が見られたが、さらに

取組みの促進、内容の改善を図っていくべきである。職員アンケートにお

いて、より一層、国民参画に係る取組みを促進すべきという意見が多いも

のの、その際には、意思決定や業務完了の遅れ等が出ないよう作業量やコ

ストの増加を最小化すべきという意見もまた多かった。他方、国民アンケ

ートでは、国民参画の機会について、参画機会が増えているという回答が

あった一方で、国民参画の取組みについて、「敷居の高い印象がある」とい

った理由により参加を阻害する要因となっているということであった。 

前回政策レビューにおいて掲げられた対応方針に係る取組みについて



 
 

は、国民参画の周知方法の改善に係るものとして「みなとオアシス制度の

普及」等が見られた。 

 

（アカウンタビリティ） 

アカウンタビリティについては、平成 18 年度時点よりも進捗が見られた

が、引き続き取組みを進めていくべきである。職員アンケートにおいては

アカウンタビリティ意識の改善が見られた。他方、国民アンケートにおい

ては、情報提供、特に分かりやすい情報の提供について改善を求める声が

見られるものの、肯定的な意見の割合が増えるなど、国民と職員の認識の

差が縮まる等改善傾向が見られる。また、職員のマスメディアに対する認

識については、情報共有等について改善が見られ、苦手意識についても改

善が見られる。 

前回政策レビューにおいて掲げられた対応方針に係る取組みついては、

双方向コミュニケーションに係るものとして「那賀川総合水系環境整備事

業」、マスメディアへの積極的な対応に係るものとして「広報分析を活用し

た積極的なアカウンタビリティの推進」等が見られた。 

  

（国民本位で効率的な質の高い行政） 

国民アンケートや国民グループインタビューでは、実施施策に対する批

判がある一方、国土交通省の事業や施策を知ることで、イメージが良くな

ったという意見も多く寄せられた。特に、職員とコミュニケーションを取

ることが、イメージ改善の要因となっている。 

自治体、民間事業者アンケートにおいても、仕事を共に実施する国土交

通省に対する満足度は平成 18 年度時点と比べて改善されている。特に、国

土交通省の「対応の真摯さ」や、「相手のスケジュールや対応力への配慮」

について、以前よりも改善したという結果であった。 

東日本大震災における評価として、職員の仕事に対する意識の向上が見

られ、自治体、民間事業者アンケートにおいても、国土交通省への対応に

ついても、評価する意見が約６割を占めていたが、他方コミュニケーショ

ンやスピードについての改善を指摘する意見も存在した。また、平時から

の訓練が震災対策に役に立ったといった事例も存在した。 

 

政策への 

反映の方向 

国土交通省では、統合のメリットを活かし、より質の高い行政サービス

を提供することを目的に、「仕事の進め方の改革」に基づく取組みを実施し

てきているところであり、今回のフォローアップ調査においても、①成果

主義、②局横断的な取組み、③国民参画、④アカウンタビリティ、⑤国民



 
 

本位で効率的な質の高い行政、それぞれのアウトカム目標について一定の

改善が見られた。例えば、成果主義においては特に入省５年未満の若い職

員における認識が改善していると言った傾向が見られたところである。 

今後は、以下の対応方針を踏まえ、国土交通省の仕事の進め方の改革に

基づく取組みを一層推進し、若い職員を含め全職員が積極的にその持てる

能力を最大限に発揮できるような環境の下、省内外、本省、地方にわたり、

広域的かつ専門的な知識と経験を活かした行政を展開していく必要があ

る。 

 

（成果主義） 

成果主義について進捗が見られるものの、引き続き、職員や組織のアウ

トカム意識の徹底が図られるようにすべきである。また、業務の目標設定

については、庶務業務など一部職種で、目標設定がしにくいという現状が

ある。そういった職種においては、どのように成果主義、アウトカム意識

の浸透を進めていくかの検討が必要である。 

 

（局横断的な取組み） 

国民や自治体、事業者からは、国土交通省の総合性の重視についてさら

なる改善が必要とされているから、今後も引き続き普段から他部局との情

報交換、交流を促進し、今回の東日本大震災のような有事の際にも効率的

に業務を遂行できるような情報共有等の方法等について、検討を行うべき

である。 

 

（国民参画） 

 国民参画の取組みの内容の改善（魅力付けや、参加しやすい雰囲気作り

など）や、取組みの情報発信により、多くの国民が積極的に参加したいと

思える状況を創出していくべきである。ただし、その際には、取組みの促

進に伴う作業量やコストの増加に配慮した、効率的な対応が必要である。 

 

（アカウンタビリティ） 

情報提供に関する国民の認識は、前回政策レビューから改善しており、

国民と職員の認識の差も縮まっている。今後も「社会資本整備のアカウン

タビリティ向上行動指針」に沿って国民への情報提供を引き続き進める。 

 
（国民本位で効率的な質の高い行政） 

今後も引き続き、職員の一人一人が真摯な対応を取ることが出来るよう



 
 

啓発を続けるとともに、自らの取組みについて、国民に知ってもらえるよ

うな情報発信が重要である。また、自治体や民間事業者からは、国土交通

省の「的確な助言や指導」、「有用な情報の提供」についてのニーズが高い

こと、また、東日本大震災においてコミュニケーション等について改善を

求める意見が存在したことから、自治体、民間事業者等とのより一層の連

携を図る必要がある。 

第三者の 

知見の活用 

平成 23 年４月 21 日及び平成 23 年 12 月９日等に政策評価会委員から意見

を聴取。 

実施時期 平成 22 年度～平成 23 年度 
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第１章 評価の概要 
 
第１節 評価の目的、必要性 

 本政策レビュー「仕事の進め方の改革」は、国土交通省発足当時に定めた「仕事の進め

方の改革」に基づく、国土交通省の行政行動の改革の進捗状況を把握し、今後のより一層

の改善に向けた方向性を検討することが目的である。 
 国土交通省では、平成 13 年の省庁再編に伴い、省としての使命、及び目標を以下のよう

に定めている。 
＜国土交通行政の使命＞ 

人々の生き生きとした暮らしと、これを支える活力ある経済社会、日々の安全、美しく良好な環境、多

様性のある地域を実現するためのハード・ソフトの基盤を形成すること。 

＜国土交通行政の５つの目標＞ 

・自立した個人の生き生きとした暮らしの実現 

・競争力のある経済社会の維持・発展 

・安全の確保 

・美しく良好な環境の保全と創造 

・多様性ある地域の形成 

 
また、同時期において、上記使命、目標を達成するために、自身の仕事の進め方について

の改革を行うこととし、下記の３つの視点、及び５つの方針を定めている。 
＜仕事の進め方の改革＞ 

国土交通省は、統合のメリットを活かし、国民の視点に立って、より質の高い行政サービスを、より低コ

ストで、より早く提供することを目指して、国民に開かれた行政運営を図ります。 

＜３つの視点＞ 

・総合性の重視（縦割りから総合性へ） 

・国民ニーズの重視（多様な国民のニーズの的確な把握） 

・質の重視（質やソフトを重視した行政展開） 

＜５つの方針＞ 

・効率的・効果的な行政運営 

・国民に開かれた行政運営 

・政策評価によるマネジメントサイクルの確立 

・地方ブロック機関による総合的な地域の支援 

・職員の意識・能力の向上 

 平成 18 年度には、それまでの仕事の進め方の改革の状況を把握することを目的に、第１

回フォローアップを政策レビューとして実施している。 
その際に、①成果主義、②局横断的な取組み、③国民参画、④アカウンタビリティ、⑤
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国民本位で質の高い行政という５つのアウトカム目標1が設定され、これらに基づいた政策

レビューが実施された。また、その際は課題の確認がされるとともに、５年程度後に、再

度、進捗状況を把握すべきという指摘がなされている。 
 そこで本政策レビューでは、平成 18 年度から５年が経過した現在（平成 23 年度）にお

ける、国土交通省の仕事の進め方の改革の進捗状況を把握し、今後のさらなる改善方策に

ついて検討を行う。 
 
第２節 前回政策レビューにおいて指摘された課題とその対応 

平成 18 年度の第１回フォローアップでは、主に下記のような課題を確認し、対応方策を

検討した。 
ｱｳﾄｶﾑ目標 主な課題 対応方針 

成果主義  成果主義を基本とした取組みをより

多くの分野で波及させることが課題

である。 

 アウトカム意識や政策目標、業績指

標について、広く職員に周知するこ

とが課題である。 

 成果主義に係る好事例を適宜、収集して

データベース化を図り、職員が随時、閲

覧し利活用できるようにする。 

 講演会、勉強会、定例的な会議、研修、

広報誌やHP等の様々なツールや機会を

利用して、広く職員を対象に、アウトカム

意識や政策目標等の啓発・周知を行う。 

局横断的な 

取組み 

 取組みの推進並びに職員間の連携

意識向上に努めることが必要であ

る。 

 組織の幹部職員が常に施策の連携等を

意識して業務に取り組むことにより職員

の意識を高める。 

 人事、研修に関して、施策の連携、総合

化を向上させる取組みについて検討を行

う。 

国民参画  取組み及びその意義を周知するこ

とが課題である。 

 国民の参加意向に関する職員の過

少評価を是正することが課題であ

る。 

 参加に要する時間的負担を軽減

し、参加しやすい取組みを実施する

ことが課題である。 

 国民参画の取組みの実施方法及び周

知方法について、地方局、事務所等の

単位で改めて検討する。 

 組織の幹部職員が、国民参画の取組み

の意義を理解し、業務に取り組むことに

より、職員全体の意識を高める。 

ｱｶｳﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨ  国民との双方向のコミュニケーショ

ン不足、マスメディアへの苦手意識

 双方向コミュニケーションやマスメディア

への積極的な対応、内部アカウンタビリ

                                                  
1 これらの目標は、「仕事の進め方の改革」の３つの視点、５つの方針を基に定められたも

のである。 
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があるために対応が不十分、組織

内での情報共有の必要性等の課題

がある。 

ティ等の視点から取組みの方向性を検

討した。 

 政策レビューの取組みの方向性を踏ま

え、別途「行動指針」を策定する。 

国民本位で 

効率的な 

質の高い行政 

 国土交通省の任務・役割を国民に

正しく知っていただくとともに、個別

の施策や事業についても国土交通

省のありのままの仕事振りを、国民

によく知っていただくことが課題であ

る。 

 行政行動改革については進展が見

られるものの、今後とも継続的にフ

ォローアップを行うことが課題であ

る。 

 国土交通省のありのままの仕事振りを、

多様な手段を通じて、国民に対してオー

プンに情報提供する。 

 国民が、国土交通省職員の仕事ぶり

を、直接見聞できる機会を出来る限り増

やすように努める。 

 行政行動改革の継続的なフォローアップ

を行うため、５年程度後に再度政策レビ

ューを実施して進捗状況の点検を行うも

のとする。 

 
国土交通省では、上記の対応策・改善策を受け、その後の５年間において様々な取組み

を行ってきた。それらの活動の内の一部を以下に掲載する。 
 

① 成果主義 

 成果主義に関する取組みでは、対応方針にも示されたように、好事例を収集し各局に配

布を行った。また、政策評価実施要領を策定した際にも、具体事例を記載するなど、職員

が様々な場面で事例を目にすることが可能なよう配慮している。 
 各局の取組みにおいても、成果主義に向けた取組みがみられる。例えば関東運輸局にお

ける「関東管内における BRT(Bus Rapid Transit)の推進」では、バスを基軸とした新たな

交通システムの構築に係る導入実例やその効果等を踏まえつつ、他地域における導入推進

を積極的に図っている。また、近畿地方整備局浪速国道事務所では、第二阪和国道部分供

用に係る進捗管理支援のために、新たなツールである広報誌を作成し、職員のアウトカム

意識の向上はもとより、目標達成に向けた事業の進捗管理を進めている。さらに、気象庁

による「市町村ごとの気象警報・注意報」の発表では、過去の政策レビューにおける改善

方向を踏まえた見直しをおこない、関係機関にとってより有益な情報提供を行うような改

善も図られている。 
 

② 局横断的な取組み 

 局横断的な取組みとしては、他部局との交流を深めるために、国土交通大学校における

研修等では、積極的に他部局職員との交流機会を設けている。 
各現場においても、局横断的な取組みは進められている。例えば、中国運輸局及び中国
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地方整備局では、「中国地方連絡調整会議」という定期的な会議体を設置し、組織の幹部職

員による連携・総合化に資する取組みが進められている。また、中部運輸局及び中部地方

整備局では「合同新規採用職員研修におけるバリアフリー教室」を開催し、バリアフリー

社会の実現という局横断的な施策展開が必要な分野について、合同の意識醸成を行ってい

る。近畿運輸局及び近畿地方整備局における「今城塚古墳公園・ＪＲ高槻駅前整備事業の

実施」や、都市局における「省庁連携による歴史まちづくりの推進」の取組みでは、異な

る事業分野を担う各局担当者等の連携により、総合的な事業を推し進めている。 
 

③ 国民参画 

国民参画の取組みでは、IT 技術を利用した先進的な活動も見られた。観光庁は経済産業

省と協力し、「アイディアボックス」の仕組みを活用して、「休暇取得の分散化」に関する

意見公募を実施した。アンケート結果やコメントを Web 上で共有することで、国民を巻き

込んだ形で政策導入に関する議論を行っている。また、国土交通大学校における「政策評

価」の講義では、平成 18 年度の政策レビューの結果を踏まえ、国民参画に係る国民と職員

の認識の違い等を説明している。 
各局の取組みにおいても、国民参画に向けた取組み事例が見られる。例えば中国地方整

備局による「みなとオアシス制度の普及」では、制度の普及や認知度の向上に向け、新聞

広告やラジオ放送を含む多種多様な媒体を活用するとともに、効率的・効果的な広報手段

を検証している。また、道路局による「ボランティア・サポート・プログラム」では、国

民にとってわかりやすい“サインボード”というツールを設置・活用し、取組みの周知や、

一層の活動活性化を進めている（活動団体数は着実に増加）。さらに、北海道開発局による

「国営滝野すずらん丘陵公園の運営管理への多様な主体の参画」では、公園管理への国民

参画を一層進めるために、国民にとって“やりがいのある活動機会の設定”や“人材・組

織の育成”を進め、参加への動機づけを行っている。 
 

④ アカウンタビリティ 

  平成 18 年度政策レビューの対応方針を受けて、「社会資本整備のアカウンタビリティ

向上行動指針」が平成 19 年３月に策定されている。また、その中では、事業段階毎に相手

のニーズや知識に合わせた情報提供を行うことが強調されている。 
 各局の取組みにおいても、アカウンタビリティの一層の高揚に資する取組みが見られる。

例えば、四国地方整備局那賀川河川事務所による「那賀川総合水系環境整備事業」では、

河川環境・空間の整備にあたり、ワークショップ手法等を活用しつつ、地域主体と“双方

向のコミュニケーション（事業・施策に係る情報提供、意見収集及びフィードバック）”を

実現した。さらに、中部地方整備局による「広報分析を活用した積極的なアカウンタビリ

ティの推進」では、既往の広報活動を指標化・分析するとともに、広報への職員意識向上

を促し、広報計画改革の結果として記者発表数及び新聞掲載数を大幅に増加させている。
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また、北陸地方整備局金沢河川国道事務所による「PI による早期の効果発現の分析・広報」

では、アカウンタビリティの一環として実施した PI（パブリック・インボルブメント）に

よる事業の円滑化・早期化等の効果を、国民等に対しわかりやすく情報発信することに加

え、職員にその効果を周知・浸透させた。 
 
 

⑤ 国民本位で効率的な質の高い行政 

平成 18 年度政策レビューにおける対応方針では、国土交通省の仕事振りを多様な手段を

通じて、国民に対してオープンに情報提供することが掲げられている。以前より国土交通

省メールマガジン等による定期的な情報発信が実施されているが、それ以外にも各現場に

おいて、職員と国民に対して直接相対する機会が作られてきている。 
各局の取組みにおいても、国民本位で効率的な質の高い行政の展開に資する、自治体・

事業者等とのより望ましい関係の構築に向けた取組みがみられる。例えば、国土政策局に

よる「国土の国民的経営実践ガイドブック」は、美しく豊かな国土を国民全体で支える国

土の国民的経営の実践に向けて、国民、企業、各種団体等が日々の暮らしや事業活動にお

いて、活動に取り組むきっかけやヒント等を整理するなど、多様な主体との関係構築に有

用な情報を提供している。また観光庁による「官民合同の国内旅行振興キャンペーン」で

は、国内旅行振興を進めるため、観光・交通事業者等の民間事業者と密接な意見交換や意

見聴取を行いつつ、方針を定め事業を実施している。さらには、九州運輸局による「九州

インバウンド・ビジネス・フォーラム 2011」では、自治体、鉄道事業者、金融機関、流通

業界等の多様な主体との連携を進め、新たな商品や魅力的な商品づくりを後押しできるよ

うなプロモーションが続けられている。 
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第３節 評価の視点及び評価手法等 

1. 評価の視点及び評価手法等 

(１) 評価の視点 

 評価にあたっては、平成 18 年度政策レビューと同様に、下記の５つの視点による評価を

行う。これは、「仕事の進め方改革」における「３つの視点」と「５つの方針」をベースに

検討された下記の①～④のアウトカム目標と、それらに基づく⑤国民本位で効率的な質の

高い行政、という総合的なアウトカム目標である。 
 

５つのアウトカム目標 

①成果主義 

・質の重視 

・効率的・効果的な行政運営 

・国民に開かれた行政運営 

・政策評価によるマネジメントサイクル確立 

・成果重視への政策展開 

②局横断的な取組み 
・総合性の重視 

・効率的・効果的な行政運営 

③国民参画 
・国民ニーズの重視 

・国民に開かれた行政運営 

④アカウンタビリティ 
・国民ニーズの重視 

・国民に開かれた行政運営 

⑤国民本位で効率的な 

質の高い行政 

・国民ニーズの重視 

・質の重視 

・効率的・効果的運営 

・国民に開かれた行政運営 

・地方ブロック機関における総合的な地域の支援 

 職員の意識・能力の向上 
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(２) 評価手法 

 本政策レビューにて実施した調査は下記の通りである。 
項目 主な把握事項 調査対象・手法 

職員アンケート  アウトカム指標に関する取組みへ

の意識や現状について 等 

 国土交通省職員を対象にしたインタ

ーネットアンケート（回収数 18,964） 

国民アンケート  国土交通省に対するイメージやそ

の仕事の進め方について 等 

 国土交通省インターネットモニターを

対象としたインターネットアンケート

（回収数 950） 

国民グループ 

インタビュー 

 国土交通省に対するイメージやそ

の仕事の進め方について 等 

 国内３都市におけるグループインタビ

ュー（１グループ６～７人×３回） 

都道府県・ 

政令指定都市職員 

アンケート 

 国土交通省とのコミュニケーション

に対する印象 等 

 都道府県・政令指定都市職員を対象

にしたインターネットアンケート（回収

数 754） 

民間事業者職員 

アンケート 

 国土交通省とのコミュニケーション

に対する印象 等 

 建設、旅行、鉄道、バス、航空の５業

界に属する事業者職員を対象とした

インターネットアンケート（回収数

1,736） 

事例収集  アウトカム指標に係る取組み事例  国土交通省各部局への事例照会 

 
① 職員アンケート 

i. 調査対象と手法 

 職員アンケートでは、国土交通省職員の仕事に対する意識や、業務における仕事の進め

方の改革の状況を把握するために、国土交通省職員（本省内部部局、施設等機関、地方支

分部局、外局等）のうち、東日本大震災で被害の大きかった東北地方整備局及び東北運輸

局等の職員を除く約５万１千人を対象にインターネットアンケート調査を実施した。回収

数は約１万９千人であり、回答率は約 37 ％（前回約 36％）であった。 
 

ii. 主な把握事項 

 主な把握事項は下記のとおりである。 
 業務における成果主義に関する状況 
 局横断的な取組みに関する状況 
 国民参画に関する状況 
 アカウンタビリティに関する状況 
 自治体・事業者等とのより望ましい関係の構築について 
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② 国民アンケート 

i. 調査対象と手法 

 国民アンケートでは、国土交通省の仕事に関するイメージや、国民参画の取組みに対す

る認識等を把握するために、国土交通省インターネットモニター2を対象としたインターネ

ットアンケート調査を実施した。回収数は 9503である。 
 

ii. 主な把握事項 

 主な把握事項は下記のとおりである。 
 国土交通省の仕事や目標について 
 公共事業について 
 国土交通省の“仕事の進め方の改革”について 
 国土交通省施策への参加について 

 
③ 国民グループインタビュー 

i. 調査対象と手法 

 国民グループインタビューでは、事前に行った国民アンケートの質問項目について、よ

り詳細な意見を把握することを目的として実施した。国民アンケートの回答者のうち、グ

ループインタビューへの参加可能意向を提示した回答者を、性別や年齢、職業等が偏らな

いように抽出し、グループインタビューを実施した。 
 １グループ６～７人にて構成し、異なる３地域4（東京、富山、松山）において各１グル

ープの、計３グループのグループインタビューを実施した。 
 

ii. 主な把握事項 

 主な把握事項は下記のとおりである。 
 国土交通省の仕事内容・イメージ 
 “仕事の進め方改革”目標についての印象・評価 
 国土交通省施策への参加に向けた意識 
 国土交通行政への国民意見の反映についての意識 
 国土交通省の政策評価についての意見 

  
 

                                                  
2 平成 18 年度調査では民間企業のインターネットモニターを対象としたのに対して、平成

23 年度調査では国土交通省インターネットモニターを対象としており、国土交通省に対す

る評価に影響を与える可能性がある点に留意が必要である。 
3一部無回答があるため設問毎に標本数は異なる。 
4 平成 18 年度の調査では大都市のみを対象としていたため、今回調査では地方都市も対象

とした。 
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④ 都道府県・政令指定都市職員アンケート 

i. 調査対象と手法 

国土交通省と仕事を共に実施する都道府県・政令指定都市職員（43 都道府県、18 政令指

定都市5、約 1200 名程度）を対象とし、国土交通省と良好なコミュニケーションが図られ

ているか、国土交通省の仕事の質に満足しているか、という観点からアンケートを実施し

た。 
インターネットを通じてアンケートを実施し、回収数は 754 であった。 

 
ii. 主な把握事項 

 主な把握事項は下記のとおりである。 
 国土交通省とのコミュニケーションに対する印象 
 コミュニケーションの際に重視している項目 
 仕事を共に実施する国土交通省に対する満足度 
 過去５年間で国土交通省の改善された点 
 今後改善が必要な点 

 
⑤ 民間事業者職員アンケート 

i. 調査対象と手法 

国土交通省と仕事を共に実施する民間事業者の職員を対象とし、国土交通省と良好なコ

ミュニケーションが図られているか、国土交通省の仕事の質に満足しているか、という観

点からアンケートを実施した。 
 平成 18 年度の結果と比較するため、以下の５業界の事業者職員に対して、インターネッ

トを通じてアンケートを実施した。 
 

業界 対象事業者 回答依頼数 回収数 

建設業界 （社）日本建設業連合会に所属する事業者 2,000 程度 1,080 

旅行業界 （社）日本旅行業界協会に所属する事業者 1,350 程度 24 

鉄道業界 
ＪＲ各社、（社）日本民営鉄道協会、第三セクター鉄道

等協議会に所属する事業者 
470 程度 193 

バス業界 （社）日本バス協会に所属する事業者 1,120 程度 256 

航空業界 （社）航空事業連合会に所属する事業者 350 程度 93 

 
 

                                                  
5 沖縄県、東日本大震災の影響を大きく受けた岩手県、宮城県、福島県、仙台市を除く都道

府県、政令指定都市を対象とした。 
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ii. 主な把握事項 

 主な把握事項は下記のとおりである。 
 国土交通省とのコミュニケーションに対する印象 
 コミュニケーションの際に重視している項目 
 仕事を共に実施する国土交通省に対する満足度 
 過去５年間で国土交通省の改善された点 
 今後改善が必要な点 

 
⑥ 事例収集 

 事例収集では国土交通省の仕事の進め方の改革に係る取組みについて部局単位で収集を

行った。 
 収集対象とした事例は、前回同様の成果主義、局横断的な取組み、国民参画、アカウン

タビリティのアウトカム目標に係る取組みに加えて、今回調査では、アウトカム目標であ

る国民本位で効率的な質の高い行政に関する取組みとして、自治体・事業者等と連携した

取組みに関する事例も収集対象とした。取組みは、原則平成 18 年度の政策レビュー以降と

なる、平成 19 年度から開始したものを対象とした。ただし、平成 18 年以前から開始され

ているものでも、継続的に実施しており、より一層の効果を発揮している事例は対象とし

た。 
収集の際の視点は、前回調査時と同様に、各種の取組みのうち、①当初想定を上回る成

果を挙げた事例、先駆的事例、②今後解決すべき課題が浮きぼりになった事例（今後の参

考となる課題が明らかとなった事例）の２つを設定した。 
なお、今回の調査では、平成 18 年度政策レビューの際に掲げられた対応方針に係る事例

を優先的に収集し、前回政策レビュー以降の国土交通省における課題への対応状況を把握

することに努めた。 

収集対象 収集の視点・備考 

下記のアウトカム目標に係る取組み

事例 

 成果主義 

 局横断的な取組み 

 国民参画 

 アカウンタビリティ 

 国民本位で効率的な質の高い行政 

 平成 19 年度以降に開始された取組み。 

（平成 18 年度以前より開始した取組みでも、以降継続的に

実施され、より一層の効果が挙がっているものは対象とす

る。） 

 

 下記の二つのうちのどちらかに該当する事例。 

①当初想定を上回る成果を挙げた事例、先駆的事例 

②今後解決すべき課題が浮きぼりになった事例 

 

 平成 18 年度の政策レビューにおいて掲げられた対応方針

に係る事例を優先的に収集。 



11 

(３) 第三者の知見の活用 

本政策レビューでは、平成 23 年４月 21 日及び平成 23 年 12 月９日等に政策評価会委員

から意見聴取を行った。 

 

（国土交通省政策評価会委員） 

上山 信一 慶應義塾大学総合政策学部教授 

加藤 浩徳  東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻准教授 

工藤 裕子 中央大学法学部教授 

佐藤 主光 一橋大学大学院経済学研究科・政策大学院教授 

白山 真一 有限責任監査法人ト－マツ パートナー（公認会計士） 

田辺 国昭 東京大学公共政策大学院院長 

村木 美貴 千葉大学大学院工学研究科建築・都市科学専攻准教授 

山本  清 東京大学大学院教育学研究科教授 

                         （五十音順：平成 23 年 12 月９日現在） 

 

（主な意見） 

・東日本大震災に係る調査意見において、危機対応に関する意見があったが、権限委譲や

リーダーシップ等、視点を分けた評価が必要。 

・成果主義の目標設定に関して、上位の目標と個人が実施している仕事がちゃんと関連づ

けられているかといった評価が必要。 

・平均値の議論で終わるのではなくターゲティングをしっかりし分析することが必要。等 

 

（政策評価会議事録） 

・第 24 回政策評価会（平成 23 年４月 21 日） 

http://www.mlit.go.jp/common/000146057.pdf 

・第 26 回政策評価会（平成 23 年 12 月９日） 

http://www.mlit.go.jp/common/000189892.pdf 
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2. 平成 18 年度調査からの変更点 

 今回の調査では平成 18 年度調査時からの進捗状況を把握することを目的にしている。各

調査項目やアンケートにおける設問設定等は、比較検討のために平成 18 年度調査時点のも

のから大きく変更していない。 
 ただし、平成 18 年度からの５年間の間に、各種の社会情勢など、国土交通省を取り巻く

環境も変化していることに鑑み、調査に新たな視点、要素を加えた点も存在する。主だっ

た追加、修正点は下記のとおりである。 
 

① NPO との関わり 

平成 22 年 6 月に閣議決定された新成長戦略においては、官だけでなく、市民、NPO、企

業等が公共的な財・サービスの提供主体となり、教育や子育て、まちづくり、介護や福祉

等の身近な分野において、共助の精神で活動する「新しい公共」を支援する、とされてい

る。 
そこで本調査においても、国土交通省と NPO との関わりの状況や、国土交通省と NPO

との協業により高い成果を上げた取組み事例について把握することとした。 
 

② 国土交通省から自治体・民間事業者等に対する働きかけ 

 平成 18 年度政策レビューの取りまとめ以降、民間企業等では、企業が社会的責任を果た

し、顧客や関係企業、さらには社会全体との良好な関係を構築するための取組みである、

CSR（Corporate Social Responsibility）のマネジメント手法が導入されている。これらの

活動の中では、企業が単一の組織として存在しているのではなく、他の関連主体との協力

のもとに社会に対して価値を提供するという姿勢が重要視されている。 
 国土交通省においても、自治体や関連の民間事業者等との協力関係のもと国土の維持管

理、発展や交通網の整備等に取り組んでおり、平成 18 年度政策レビューにおいても、自治

体、民間事業者からの要請に対する国土交通省の対応を調査している。これに対して今回

の調査では、一歩踏み込み、国土交通省が、自治体や民間事業者等に対して積極的な働き

かけを行っているかを把握するための設問を設定した。 
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3. 東日本大震災に関する調査 

 平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災は東北地方を中心に我が国に甚大な被害を

もたらした。我が国の災害対策や安全の確保を使命の一つとする国土交通省では、他の省

庁との連携を取りつつ、この未曽有の被害に対して全庁的な対応を行っている。 
例えば、東北地方整備局が主導した、「くしの歯作戦6」は、その後の救援活動の円滑化に

大いに貢献し、活動に対する賞賛の意見が寄せられている。一方で、国土と交通の災害対

策を司る機関である国土交通省としては、今回のような甚大な被害から反省すべき点も多

いと考えられる。また、被災地を中心として、今後の復興における国土交通省の役割は重

要であり、自治体等からの期待も大きい。 
 このように、東日本大震災の発生およびその対応においては、国土交通省へ寄せられる

期待、改善すべき点等が顕在化し、省としてのあり方を再認識すべき状況と考えられる。

そこで今回の調査では、東日本大震災への国土交通省の対応が、省の仕事に与えた影響や、

自治体や事業者等の評価を把握することを目的に、各種アンケート、事例収集において、

東日本大震災に関する設問を設定した。 
 

項目 東日本大震災に関する内容 

職員アンケート 東日本大震災以降における国民や自治体、民間事業者からの国土交通省

の対応への評価や、自らの仕事に対する認識の変化について把握 

都道府県・ 

政令指定都市職員 

アンケート 
東日本大震災以降における国土交通省の対応や、災害対策における 

国土交通省とのコミュニケーション等について 
民間事業者職員 

アンケート 

事例収集 東日本大震災に関連する各局の取組みについての事例収集 

 
  
  

                                                  
6 東日本大震災において津波により大きな被害を受けた沿岸部への救援活動を円滑に

行うために、東北道、国道４号の縦軸ラインから各被災地への横軸ラインを整備した復

旧活動。本活動により沿岸部被災地への地上交通が可能となり、東北地方整備局、および

地元建設業者等の迅速な行動に対して賞賛の意見が寄せられた。 
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第２章 調査結果 
 
第１節 職員アンケート 

 
調査対象と手法（再掲） 

 職員アンケートでは、国土交通省職員の仕事に対する意識や、業務における仕事の進め

方の改革の状況を把握するために、国土交通省職員（本省内部部局、施設等機関、地方支

分部局、外局等）のうち、東日本大震災で被害の大きかった東北地方整備局及び、東北運

輸局等の職員を除く約５万１千人を対象にインターネットアンケート調査を実施した。回

収数は約１万９千人であり、回答率は約 37 ％（前回約 36％）であった。 
 

(１) 成果主義 

① アウトカムへの意識 

i. 全体結果 

アウトカムについて「いつも意識している」という回答が平成 18 年度の 34.2％から 39.8％
に増加。また、意識していないという回答も 13.7％から 9.1％に減少しており、アウトカム

意識の浸透がより進んでいる。 
 業務においてアウトカムを意識する職員は全体の 90.9％と、平成 18 年度時点の 86.3％

よりも増加している。 
  

アウトカムを意識する頻度 

平成 23 年度結果（N=18964）              平成 18 年度結果7（N=19078） 

 
 
 
 
 
 

                                                  
7 今回の調査との比較のため、平成 18 年度政策レビューでも同様の設問を設定している場

合は、その結果も併せて記載する。 

1.いつも意識してい

る, 39.8

2.ときどき意識する

ことがある, 51.1

3.ほとんど意識して

いない, 9.1
（%）

1.いつも意識してい

る, 34.2 

2.ときどき意識する

ことがある, 52.1 

3.ほとんど意識して

いない, 13.7 （%）
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ii. 役職別結果 

「いつも意識している」の回答割合が管理職で 41.5％から 49.3％、非管理職で 30.6％から

36.3％に増加しており、特にアウトカム意識の改善が見られる。 

 平成 18 年度の政策レビューでは、アウトカムを意識する頻度が、トップ管理職で高い

水準にあるものの、非管理職では低い状況にある点が確認されている。これに対して、

今回のアンケート結果では、非管理職のアウトカムに対する意識が改善されているこ

とがわかる。 
 また、勤続年数別の結果では、勤続年数が伸びるにつれて、アウトカム意識が高まる

傾向が確認された。これは平成 18 年度でも同様であった。 
 勤続年数別の結果では、入省して０年～５年未満の職員が、５年～10 年未満の職員よ

りも高いアウトカム意識を持つ割合が高い点は注目に値する（平成 18 年度結果では０

～５年未満が最も低かった）。入省時の研修等で、アウトカムに対する意識が高まって

いるためではないかと推察される。 
 

役職別 アウトカムを意識する頻度 

平成 18 年度結果     

 
平成 23 年度結果  

 

 

66.5

41.5

30.6

31.2

50.6

53.6

2.4

7.9

15.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.トップ管理職(N=805)

2.管理職(N=3604)

3.非管理職(N=14669)

1.いつも意識している 2.ときどき意識することがある 3.ほとんど意識していない

70.0

49.3

36.3

28.2

46.2

53.3

1.7

4.5

10.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.トップ管理職(N=634)

2.管理職(N=3560)

3.非管理職(N=14770)

1.いつも意識している 2.ときどき意識することがある 3.ほとんど意識していない
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勤続年数別 アウトカムを意識する頻度 

平成 18 年度結果（N=19078） 

 

 

平成 23 年度結果（N=18964） 

 

    
  

26.7 

28.0 

30.0 

33.1 

36.9 

36.5 

41.6 

55.9 

54.6 

53.7 

52.1 

50.2 

52.8 

48.8 

17.5 

17.4 

16.2 

14.8 

12.9 

10.7 

9.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.0～5年未満
(N=1688)

2.5年～10年未満
(N=2364)

3.10年～15年未満
(N=3022)

4.15年～20年未満
(N=2541)

5.20年～25年未満
(N=3134)

6.25年～30年未満
(N=2435)

7.30年以上(N=3894)

1.いつも意識している 2.ときどき意識することがある 3.ほとんど意識していない

35.2

32.9

35.7

36.4

40.5

41.7

46.0

54.2

55.6

54.1

53.3

50.9

50.3

46.6

10.6

11.5

10.2

10.4

8.6

8.0

7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.0～5年未満
(N=1136)

2.5年～10年未満
(N=1830)

3.10年～15年未満
(N=2498)

4.15年～20年未満
(N=2869)

5.20年～25年未満
(N=2986)

6.25年～30年未満
(N=2572)

7.30年以上(N=5073)

1.いつも意識している 2.ときどき意識することがある 3.ほとんど意識していない
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② アウトカム意識の変化 

全体の６割の職員が、この５年間で、以前よりアウトカム意識を意識するようになったと

回答しており、アウトカム意識の浸透が進んでいる。 

 全体の６割の職員がこの５年間程度で、以前よりもアウトカムをより意識するように

なったと回答している。一方で、当初より意識しなくなった職員も 4.3％存在している。 
 役職別の結果では、非管理職が、トップ管理職、非管理職よりも改善幅が小さくなっ

ている。 
 

アウトカム意識の変化（N=18964） 

 
 

役職別 アウトカム意識の変化 

 

 

  

13.9 60.8 4.3 3.3 12.0 5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.常に高い意識を持っている 2.当初よりも意識するようになった

3.当初より意識しなくなった 4.全く意識していない

5.分からない 6.5年前を知らないので答えられない

28.1

16.3

12.7

63.6

67.8

59.1

2.1

3.9

4.5

1.1

1.5

3.9

3.6

7.5

13.4

1.6

3.1

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.トップ管理職
(N=634)

2.管理職(N=3560)

3.非管理職(N=14770)

1.常に高い意識を持っている 2.当初よりも意識するようになった

3.当初より意識しなくなった 4.全く意識していない

5.分からない 6.5年前を知らないので答えられない
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③ 目標設定と振り返り 

業務においてアウトカム目標が設定されている職員の割合が、平成 18 年度の 33.6％から、

38.4％と増加している。また、業務に関するフィードバックが「定期的になされている」

という回答の割合も、平成 18 年度の 21.8％から 29.1％へと増加しており、業務における

目標設定と振り返りが根付いてきている。 
 全体の７割近い職員が何らかの目標設定がなされていると回答しており、平成 18 年度

結果（約６割）よりも進捗が見られる。 
 職務別では庶務業務において目標設定がなされていない職員が多い。業務の性質上、

設定しにくい面もあるが、職員のモチベーションを上げるための観点からも、どのよ

うに成果主義の浸透を進めていくかの検討が必要ではないかと思われる。また、他の

職種においても、それぞれ約２割程度の職員においては目標設定がなされていない。 
 目標設定がなされていると回答した職員（N=18694）のうち、74％の職員がフィード

バックを受けており、こちらも平成 18 年度時点（69.1％）から進捗が見られる。特に

「定期的にフィードバックを受けている」という回答割合が増加している。 
 一方で、フィードバックを受ける機会が少ない（3.2％）、あるいは全くない（1.0％）

という職員も存在している。 
 

業務の目標設定状況 

 
 
  

10.6

7.1 

23.0

31.3 

13.6

18.9 

8.2

8.9 

44.7

33.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年度結果

（N=19078）

平成23年度結果

（N=18964）

1.業務のアウトカム目標が数値で設定されている

2.数値ではないが、業務のアウトカム目標が設定されている

3.業務のアウトプット目標は設定されているが、アウトカム目標は設定されていない

4.業務のインプット目標は設定されているが、アウトカム目標やアウトプット目標は設定されていない

5.自分の担当業務については業務の目標自体が設定されていない
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職務別 業務の目標設定状況 

 
 

フィードバックの実施状況 

  

14.9

8.4

6.4

2.3

39.5

35.3

34.9

19.5

20.7

22.3

27.2

9.5

5.4

7.7

7.7

12.6

19.5

26.3

23.8

56.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.政策、施策、制

度、事業、の企画

立案
(N=1012)

2.政策、施策、制

度、事業、の運用・

推進・執行
(N=12364)

3.研究開発、研修
(N=530)

4.庶務・その他
(N=5058)

1.業務のアウトカム目標が数値で設定されている

2.数値ではないが、業務のアウトカム目標が設定されている

3.業務のアウトプット目標は設定されているが、アウトカム目標は設定されていない

4.業務のインプット目標は設定されているが、アウトカム目標やアウトプット目標は設定されていない

5.自分の担当業務については業務の目標自体が設定されていない

21.8

29.1 

47.3

45.7 

24.0

20.9 

4.7

3.2 

2.2

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年度結果

（N=10557）

平成23年度結果

（N=12553）

1.定期的にフィードバックがなされている

2.定期的とは言えないが、時折、フィードバックがなされることがある

3.フィードバックはほとんど行われていない

4.フィードバックは全く行われていない

5.その他
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④ 政策評価業務の経験 

全体傾向は平成 18 年度と同様であり、政策評価業務に関わったことのない職員が全体の８

割近くを占めるが、政策レビューを経験した割合が 3.5％から 8.1％に増加するなど、時間

の経過による政策評価業務経験者の増加が認められる。 
 

政策評価業務の経験8 

 

 

  

                                                  
8 平成 18 年度の職員アンケート時点では、「規制の事前評価（RIA）」、「租税特別措置等に

係る政策評価」が行われておらず、設問設定がなされていないためデータなし。 

2.5 

3.6 

3.5 

14.0 

2.8 

79.8 

2.4

3.8

7.7

15.4

2.1

1.2

0.8

77.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.政策アセスメント

2.政策チェックアップ

3.政策レビュー

4.個別公共事業評価

5.個別研究開発課題評価

6.規制の事前評価（RIA）

7.租税特別措置等

に係る政策評価

8.携わったことがない

平成18年度結果（N=19078）

平成23年度結果（N=18964）
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⑤ 成果主義に関する今後の改善方策 

 現行の成果主義には問題点があるという意見が数多く寄せられた。特に、業務の性質上、

成果主義になじまないケースがあり、そういったものについては、評価の在り方を再検討

すべきという意見が多い。また、成果主義を進めるに当たって、その結果をモチベーショ

ンの維持に活用すべき等、その運用方法について改善が必要という意見も見られた。 
 

成果主義に関する今後の改善方策（アンケート自由回答一部抜粋要約） 

■成果主義の対象となる業務の見直し 

 成果主義でも達成しやすいものばかり追っていてはいけない。困難ですぐに成果がでないもの

でも、努力を適切に評価できるようにすることが、意識向上、政策の充実に繋がると感じる。

（職場：内部部局等 勤続年数：５年～10 年未満） 

 成果主義が有効に機能する場合と、機能しない場合がある。職務の評価は、職務毎にふさわし

い方策を取るべき。（職場：内部部局等 勤続年数：25 年～30 年未満） 

 業務成果を定量的に示せない業務が多いため成果主義はなじまない。（職場：内部部局等 勤

続年数： ５年～10 年未満） 

 行き過ぎた成果主義は その結果を出すことに業務が特化され、真に国民に必要な業務を遂行

できるか疑問がある。（職場：地方支分部局等 勤続年数：30 年以上） 
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(２) 局横断的な取組み 

① 総合性重視の現状と過去５年間の変化 

i. 総合性重視の現状と過去５年間の変化 

総合性重視に関する認識について、「変わらない」とする回答が、46.3％から 55.2％と増え

ており、旧４省庁が総合して仕事を行うということではなく、国土交通省として仕事を行

うという意識が醸成されていると推測される。 
 総合性の重視についての認識は「どちらともいえない」、認識の変化についても「変わ

らない」とする回答の割合が多く、それぞれ平成 18 年度からも増加している。 
 このことから、旧４省庁が総合して仕事を行うということではなく、国土交通省とし

て仕事を行うという意識が醸成されていると推測される。 
 勤続年数別の結果では、回答者のうち、10 年前の省庁合併による国土交通省発足以降

に入省した職員（勤続年数 10 年未満）が全体の約 15％を占めており、特に入省して０

年～５年未満の職員の総合性の重視についての認識は、「どちらともいえない」とする

回答の割合が平成 18 年度から増加している。入省当初から、一つの省として仕事をす

る意識を持っている職員の割合が増加しつつあることも影響していると考えられる。
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総合性の重視についての認識 

 
 

総合性の重視についての認識の変化 

 

 
勤続年数別の職員割合 

  
  

1.8

2.7 

24.2

19.8 

32.7

36.7 

19.7

19.4 

21.6

21.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年度結果

（N=19078）

平成23年度結果

（N=18964）

1.大いにそうしていると思う 2.ややそうしていると思う

3.どちらともいえない 4.ややそうしているとは思わない

5.全くそうしているとは思わない

3.8

3.7 

35.4

31.5 

46.3

55.2 

1.4

1.5 

0.8

0.9 

12.3

7.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年度結果

（N=19078）

平成23年度結果

（N=18964）

1.総合性を重視するようになったと思う 2.やや総合性を重視するようになったと思う

3.変わりないと思う 4.やや総合性を重視しないようになったと思う

5.総合性を重視しないようになったと思う 6.5年前を知らないので答えられない

（国土交通省発足前を知らない）

6.0 9.6 13.2 15.1 15.7 13.6 26.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.0～5年未満 2.5年～10年未満 3.10年～15年未満 4.15年～20年未満

5.20年～25年未満 6.25年～30年未満 7.30年以上
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勤続年数別 総合性の重視についての認識 

平成 18 年度結果（N=19078） 

 

平成 23 年度結果（N=18964） 

 
 

  

1.5%

1.6%

1.2%

2.3%

1.8%

1.9%

2.4%

17.6%

16.7%

18.7%

22.3%

25.4%

29.1%

32.9%

30.5%

30.6%

32.9%

32.3%

33.6%

33.0%

34.1%

24.8%

24.8%

20.4%

19.5%

18.5%

18.5%

15.8%

25.5%

26.3%

26.8%

23.5%

20.8%

17.5%

14.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.0～5年未満
(N=1688)

2.5年～10年未満
(N=2364)

3.10年～15年未満
(N=3022)

4.15年～20年未満
(N=2541)

5.20年～25年未満
(N=3134)

6.25年～30年未満
(N=2435)

7.30年以上
(N=3894)

1.大いにそうしていると思う 2.ややそうしていると思う 3.どちらともいえない

4.ややそうしているとは思わない 5.全くそうしているとは思わない

3.0

2.2

2.4

2.5

2.7

2.2

3.2

17.4

14.1

15.5

18.2

19.9

22.3

24.2

40.0

35.4

34.2

35.9

37.8

36.4

37.6

21.2

22.8

22.8

19.1

17.7

18.8

17.6

18.4

25.5

25.1

24.2

21.9

20.4

17.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.0～5年未満
(N=1136)

2.5年～10年未満
(N=1830)

3.10年～15年未満
(N=2498)

4.15年～20年未満
(N=2869)

5.20年～25年未満
(N=2986)

6.25年～30年未満
(N=2572)

7.30年以上
(N=5073)

1.大いにそうしていると思う 2.ややそうしていると思う 3.どちらともいえない

4.ややそうしているとは思わない 5.全くそうしているとは思わない
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② 局横断的な取組みを進めるための改善方策 

局横断的な取組みを進めるための方策として、人事異動や、研修等で他部局の考えがわか

る人材を育成すべきという意見が多い。 
・ 特に自由記入意見では、抜本的な部署の統合等や管理職クラスの人事異動が必要とい

う意見も見られた。 
・ なお、国土交通省では、「持続可能で活力ある国土・地域づくり」を行うために、「４

つの実現すべき価値、８つの新たな施策展開の方向性」からなる基本方針を定めるとと

もに、当該基本方針に基づき施策の検討・具体化を図るための省内横断的な体制を整備

している。 

局横断的な取組みを進めるための改善方策 

 
 

局横断的な取組み関する今後の改善方策（アンケート自由回答一部抜粋要約） 

■部署統合等の抜本的な対策 

 局間で管理職クラスの人事異動を増やす。（職場：事務所・出張所等 勤続年数：10 年～15 年

未満） 

 総論賛成、各論反対という状況がよくあるので、関係部局が複数にわたる場合は、十分な権限

を持ったプロジェクトチームを柔軟（不要となれば、速やかな解散・廃止も含めた）に組織す

る必要がある。（職場：地方支分部局等 勤続年数：25 年～30 年未満） 

 旧建設、旧運輸といったタテ型組織が本省内に残っている。根本的解決のため、大胆な人事交

流を図るべき。（職場：事務所・出張所等 勤続年数：30 年以上） 

 縦割行政を横割りとするためには、各部署の持っている予算費目が障壁となっている。幅広く

57.6 

46.9 

20.9 

8.3 

9.4 

58.1

42.8

33.0

6.5

8.5

0% 20% 40% 60% 80%

1.横断的な部署を経験する等、他部局の考え方を

理解できる人材育成を進める

2.研修の実施等、他部局の取組みについての理解を深

める機会を増やす

3.懇談会の開催等、平素からの交流を活性化する取組

みを増やす

4.現在の取組み（連携や施策の総合化の推進等）を継

続すれば十分である

5.その他

平成18年度結果（N=19078)

平成23年度結果（N=18964）
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使用できるような費目を設定する、費目の数を減らす等によって、横断的な取組が可能となる

と考えている。（職場：事務所・出張所等 勤続年数：30 年以上） 

 
■業務等における交流機会のより一層の創出 

 国土交通省では同じ整備局でも港湾と河川、道路と局が縦割りされている。交流はあるが、今

以上に交流が必要だと思います。（職場：地方支分部局等 勤続年数：10 年～15 年未満） 

 地方においては、本省よりも縦割りに陥っている部分があり、時間や労力の浪費を感じるケー

スも多い。情報共有会議等を積極的に開催し、業務を効率的に執行できるよう努力すべき。人

員削減が進む中で、いずれ業務遂行に行き詰まるのではと感じる。（職場：事務所・出張所等

勤続年数：20 年～25 年未満） 

 国土交通省内で似たような業務を行っている局等がある。各局等が関連ある局等とコミュニケ

ーションをはかり、組織として対応しないかぎり、改善は難しいのではないか（職場：地方支

分部局等 勤続年数：20年～25 年未満） 
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(３) 国民参画 

① 国民参画に向けた取組みの従事経験 

国民参画に向けた取組みに従事した経験のある職員は平成 18 年度結果とほぼ変わらない

34.8％と、約３人に１人となっている。 
 全体傾向としては平成 18 年度結果とほぼ変わらない結果となっている。 
 職務別では企画立案業務に携わる職員において従事経験のあるケースが多く、約半数

の職員が国民参画に向けて取組みに従事したことがある。 
 

国民参画に向けた取組みの従事経験 

平成 23 年度結果（N=18964）              平成 18 年度結果（N=19078） 

             
 

 
 
 
 
 

 
職務別 国民参画に向けた取組みの従事経験 

 

 

  

51.3

38.5

30.2

22.8

48.7

61.5

69.8

77.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.政策、施策、制度、

事業、の企画立案

(N=1012)

2.政策、施策、制度、

事業、の運用・推進・執

行(N=12364)

3.研究開発、研修
(N=530)

4.庶務・その他
(N=5058)

1.ある 2.ない

1.ある, 36.2

2.ない, 63.8

（%）

1.ある, 34.8

2.ない, 65.2

（%）
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② 国民の参画意向に対する認識 

約半数の職員が、平成 18 年度時点よりも、国民の国土交通行政への参画意向が向上してい

ると認識している。平成 18 年度から職員と国民の参画意向の評価の差異について改善傾向

が認められる。 
 平成 18 年度の国民アンケート結果によると、国民の約半数は国土交通行政への参画意

向があるという結果であった。それに対して、国民の参画意向に関して職員と国民と

の間に差異があるという結果であった。 
 職員の約半数が、国民の参画意向はさらに増えているという回答であり、平成 18 年度

政策レビューにて指摘されていた、職員による国民の国土交通行政への参画意向に改

善傾向が見られる。 
 

国民の参画意向に対する認識 

（平成 18 年度に実施した前回アンケートにおいて、約半数の国民が国土交通省の“国民参画に向けた 

取組み”に参加したいという結果でした。その数値は現在どのように変化していると思いますか。） 

 

 
  

1.大きく増えている, 
8.5

2.やや増えている, 
38.2

3.変わらない, 30.0

4.やや減っている, 
3.4

5.大きく減っている, 
1.0

6.見当がつかない, 
18.9

（%）
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参考）国民アンケート結果  国民参画に向けた取組みへの参加意向 

  

6.9 

18.6 

41.9 

60.7 

24.9 

13.8 

10.0 

3.5 

9.7 

1.3 

6.6 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年度結果

（N=3904）

平成23年度結果

（N=950）

積極的に参加したい 機会があれば参加したい どちらともいえない

あまり参加したくない 参加したくない わからない
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③ 国民参画の取組みの今後のあり方 

約６割の職員が、国民参画の取組みを「さらに充実させるべき」と回答しているが、意思

決定までの時間が増えない程度での充実にすべきという意見が多い。「業務の迅速性・効率

性のために取組みを簡素化すべき」という意見の職員も平成 18 年時点と同程度（２割程度）

存在している。 
 約６割の職員が国民参画を充実させるべきと感じている。ただし、その際には意思決

定や事業完了までの時間があまり増えないことを条件に挙げる職員が多い。 
 平成 18 年度の結果と比較して、意思決定や事業管理までに要する時間が増加しても、

国民参画を促進すべきという意見は減少している。また、現状レベルで適正であると

いう意見も増加している。業務の迅速性・効率性のため内容を縮小すべきという回答

も約２割と平成 18 年度とほぼ同程度の水準となっている。 
 

国民参画の取組みの今後のあり方 

 

  

16.0

10.1 

47.4

51.4 

10.7

16.3 

20.5

17.6 

5.4

4.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年度結果

（N=19078）

平成23年度結果

（N=18964）

1.意思決定や事業完了までに要する時間が大幅に増加しても、さらに充実させるべき

2.意思決定や事業完了までに要する時間があまり増えない範囲で、さらに充実させるべき

3.現状レベルで内容・頻度とも適正である

4.業務の迅速性・効率性を考慮し、内容の簡素化・頻度の縮小を図っていくべき

5.その他
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④ 国民参画の取組みの改善方策 

 国民参画の取組み自体を知ってもらうために情報発信を拡充すべきという意見が多く寄

せられた。また、取組みを進める上で、少数の意見を集めるのではなく、事業に関係する

多数の地元住民や、意見を積極的に発信しない大多数の層への呼びかけが必要であるとい

う意見も多い。また、取組みをより効率的に実施できるようにする必要があるという意見

も多い。 
 

国民参画の取組みに関する改善方策（アンケート自由回答一部抜粋要約） 

■取組みのより一層の周知 

 過去は事業広報イベントがあり、国土交通省の事業を周知する機会があったが、現在ではそう

いった予算がなく、地域住民に国土交通省の役割や関わりを知ってもらえないと感じる。国土

交通省の事業の広報は盛んにおこなうべき。（職場：事務所・出張所等 勤続年数：25 年～30

年未満） 

 国土交通省に興味を持ってもらわないと話にならない。知る意欲のある人への情報提供はでき

ていると思うが、興味のない人にどう国民参画してもらうかが課題。自らを宣伝するため、自

らの活動をマスコミ、ＣＭ又はインターネット動画などで猛アピールすべき。（職場：研究所・

大学校等 勤続年数：５年～10 年未満） 

 発信している情報等を理解してもらうための広報が必要で、その機会を多く作ることで理解し

てくれる国民を増やしたい。（職場：研究所・大学校等 勤続年数：５年～10年未満） 

 

■より多くの多様な意見の収集 

 ネットを使えない人や地域の代表者等の一部以外の人の意見が反映できない状況にある。より

多くの人の意見を集約する方法を検討し、地域住民の意向を反映した事業を執行する必要があ

る。（職場：事務所・出張所等 勤続年数：30 年以上） 

 地元や関係者のみでなく、国民への理解と協力を得る説明方法と意見を聴く公聴会の開催方法

の改善。（職場：事務所・出張所等 勤続年数：30年以上） 

 多数の意見が潜在化してしまいがち。沈黙する意見をうまく引き出すため、住民連携の取り組

みなどを活用して幅広い意見として声に出してもらうよう仕掛けが必要。（職場：事務所・出

張所等 勤続年数：15 年～20 年未満） 

 

■取組みにかかる労力の低減 

 事業計画段階、実施段階の国民の計画への参画についてマニュアル化し、参画しやすいような

取り組み、流れにしていく。（職場：事務所・出張所等 勤続年数：10 年～15 年未満） 

 住民参加の方法をインターネット・携帯等で簡単に参加できるようにする（職場：事務所・出

張所等 勤続年数：20 年～25 年未満） 
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(４) アカウンタビリティ 

① アカウンタビリティの現状 

アカウンタビリティについて、「いつも意識している」という回答が平成 18 年度の約２割

から約３割に増加している。特に非管理職において、「いつも意識している」という回答が、

前回の 18.5%から 27.0%に増加、逆に「全く意識していない」は 6.4％から 2.6％に減少し

ており、アカウンタビリティ意識の改善が見られる。 
 従事経験のある職員の割合は平成 18 年度結果から変化していないが、アカウンタビリ

ティの意識度合いは改善されている。実際に説明責任を果たすような業務にあたって

はいないものの、各種の啓発等で意識が高まっているものと推察される。 
 特に非管理職において意識の改善がなされている。 

 
アカウンタビリティの必要な業務の従事経験 

平成 23 年度結果（N=18964）            平成 18 年度結果（N=19078） 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

アカウンタビリティの意識度合い 

 

  

22.0

30.2 

50.3

52.3 

22.4

15.4 

5.3

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年度結果

（N=19078）

平成23年度結果

（N=18964）

1.いつも意識している 2.いつもではないがなるべく意識している

3.あまり意識していない 4.全く意識していない

1.従事している（したこ

とがある）, 55.5 

2.従事していない（し

たことがない）, 44.5 

（%）

1.従事している（したこ

とがある）, 52.2

2.従事していない（し

たことがない）, 47.8

（%）
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役職別 アカウンタビリティの意識度合い 

平成 18 年度結果 

 

 
平成 23 年度結果 

 

  

47.8

30.9

18.5

42.4

54.4

49.8

8.4

13.2

25.4

1.4

1.5

6.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.トップ管理職(N=805)

2.管理職(N=3604)

3.非管理職(N=14669)

1.いつも意識している 2.いつもではないがなるべく意識している

3.あまり意識していない 4.全く意識していない

55.0

38.9

27.0

39.9

52.2

52.9

4.9

8.3

17.5

0.2

0.6

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.トップ管理職(N=634)

2.管理職
(N=3560)

3.非管理職(N=14770)

1.いつも意識している 2.いつもではないがなるべく意識している

3.あまり意識していない 4.全く意識していない
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② 国民への情報提供に関する認識 

i. 情報提供の量・的確性・理解容易性 

平成 18 年度結果と比較した場合、全体の傾向として、肯定的な意識を持つ職員の割合が増

えている。ただし、依然として全体の３分の１程度の職員が情報提供に課題があると認識

しており、特に、国民の「欲しい情報」、「分かりやすい情報」を提供できていないと感じ

る職員が多い。 
 平成 18 年度結果と比較して、情報提供の量・的確性（ニーズにあった情報提供）・理

解容易性が３つ全てで、肯定的な認識を持つ職員が増加している。特に情報提供の量

については、「十分である」、「ある程度十分である」という意見が、「やや不十分であ

る」、「全く不十分である」という意見の割合を上回っている。 
 ただし依然として、国民の「欲しい情報」の提供、「分かりやすい情報」の提供につい

ては、約３分の１の職員が不十分と感じている。 
 平成 18 年度結果と同様に、「分かりやすい情報」の提供を不十分と感じる割合が最も

多い。 
国民への情報提供に関する認識 

平成 18 年度結果 

 

 

 平成 23 年度結果 

 

3.6 

1.8 

1.4 

26.4 

21.3 

18.4 

29.3 

30.2 

29.0 

25.5 

30.5 

34.0 

8.8 

9.4 

11.3 

6.4 

6.8 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.国民に対する「情報提供の量」は

十分であると思いますか(N=19078)

2.国民が「欲しい情報」を提供できている

と思いますか(N=19078)

3.国民に「分かりやすい情報」を提供

できていると思いますか(N=19078)

十分である ある程度十分である どちらともいえない

やや不十分である 全く不十分である わからない

5.9

2.8

2.1

31.8

22.7

20.6

33.0

36.0

34.1

17.6

24.9

28.6

5.2

6.8

8.6

6.4

6.9

6.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.国民に対する「情報提供の量」は

十分であると思いますか(N=18964)

2.国民が「欲しい情報」を提供できている

と思いますか(N=18964)

3.国民に「分かりやすい情報」を提供

できていると思いますか(N=18964)

十分である ある程度十分である どちらともいえない

やや不十分である 全く不十分である わからない
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ii. 情報提供が機能している段階 

実施段階からの情報発信に比べ、施策、事業の立案段階における情報の発信の認識の割合

が低い。 
 

情報提供が機能している段階への認識 

 

 
  

5.2 

25.0 

35.9 

10.8 

23.1 

6.7

24.8

34.3

9.8

24.5

0% 20% 40%

1.施策または事業の企画・

立案段階からできている

2.施策または事業の計画段階からできている

3.施策または事業の実施段階からできている

4.情報発信はできていない

5.わからない

平成18年度結果（N=19078）

平成23年度結果（N=18964）
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③ マスメディアに対する認識 

マスメディアとの情報共有や相互理解に関する状況については肯定的な回答割合が 27.2％
から 33.2％へと増えている。また、マスメディアに対する苦手意識についてもある程度苦

手意識を持っているとする回答割合が 42％から 37.6％に低下している。 
 平成 18年度レビューでは国土交通省の情報発信においてマスメディアの果たす役割が

大きいが、その連携は十分出来ておらず、その原因として、マスメディアに対する苦

手意識の存在が指摘されている。 
 今年度調査では、マスメディアとの情報共有や、相互理解についてはやや改善傾向が

見られる。 
 

マスメディアとの情報共有や相互理解に関する連携 

 
マスメディアに対する苦手意識 

 
  

2.0

2.0

25.2

31.2

27.4

27.8

21.5

19.8

9.2

6.1

14.6

13.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年度結果

（N=9605）

平成23年度結果

（N=18964）

1.十分に連携できている 2.ある程度連携できている 3.どちらともいえない

4.あまり連携できていない 5.全く連携できていない 6.わからない

14.2

14.1

42.0

37.6

22.2

27.1

12.2

9.2

1.0

0.9

8.5

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年度結果

（N=19078）

平成23年度結果

（N=18964）

1.十分持っていると思う 2.ある程度持っていると思う 3.どちらともいえない

4.あまり持っていないと思う 5.全く持っていないと思う 6.わからない
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マスメディアとの連携の認識と苦手意識の関係 

 
 

④ アカウンタビリティの改善方策・課題 

約３分の１の職員が、アカウンタビリィを進めていくための改善方策が取られていると認

識しており、平成 18年度結果との比較では、改善がなされていないという回答割合が 29.7%
から 18.6％に減少しており、進捗が見られる。 
 アカウンタビリティ改善に向けての課題として「国民の間に公共事業が不正・無駄と

いう先入観があるので苦労が多い」の項目を選択する職員が多く、公共事業の意義に

ついて引き続き積極的に広報を行っていく必要がある。 

アカウンタビリティ改善についての認識 

（業務において、国民への説明責任（アカウンタビリティ）を進めて行く 

目標・方策のチェックや改善はなされていると思いますか。） 

 

1.6 

1.3 

1.6 

4.7 

19.1 

1.9 

21.2 

32.5 

35.8 

48.1 

37.1 

14.1 

18.8 

30.7 

37.2 

22.6 

14.6 

12.2 

30.2 

24.5 

14.4 

14.8 

7.9 

9.0 

19.1 

4.0 

3.1 

3.0 

15.2 

6.1 

9.0 

7.0 

7.8 

6.8 

6.2 

56.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.十分持っていると思う
(N=2667)

2.ある程度持っていると思う
(N=7125)

3.どちらともいえない
(N=5146)

4.あまり持っていないと思う
(N=1740)

5.全く持っていないと思う
(N=178)

6.わからない(N=2108)

1.十分に連携できている 2.ある程度連携できている 3.どちらともいえない

4.あまり連携できていない 5.全く連携できていない 6.わからない

1.5

2.1

30.4

32.1

28.7

33.1

23.7

15.4

6.0

3.2

9.6

14.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年度結果

（N=19078）

平成23年度結果

（N=18964）

1.十分されている 2.ある程度されている 3.どちらともいえない

4.あまりされていない 5.全くされていない 6.わからない
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アカウンタビリティの改善に向けての課題9 

 

                                                  
9 平成 18 年度の職員アンケートでは、「ｺﾐｭﾆｹｼｮｰｼｮﾝの不足等により、国民等の利害関係者

との信頼関係が築けていない」、「本省の調整等により、意思決定に時間を要し、タイムリ

ーな対応ができていない」の項目設定をしておらずデータなし。 

50.1 

20.4 

39.4 

30.9 

35.0 

44.6 

37.6 

17.1 

27.2 

15.1 

3.9 

41.1

23.1

38.6

27.3

30.6

49.3

30.9

12.4

24.4

13.6

24.6

23.2

4.2

0% 20% 40% 60%

平成18年度結果（N=19078）

平成23年度結果（N=18964）

1. 限られた対象者との情報交換が中心で
無関心等、幅広い層との情報交換がない

2. 情報提供相手が非常に多い

3. 膨大な情報が氾濫する中、国土交通省が
伝えたいことがうまく伝わらない

4. 国土交通省として伝えるべきことが何かを
十分に意識できていない

5. 情報提供相手が何を望んでいるかを
把握できていない

6. 国民の間に公共事業が不正・無駄という
先入観があるので苦労が多い

7. 大きな組織であるために統一的な
行動がとれない場合が多い

8. 国民への説明責任（アカウンタビリティ）の取組みに
ついて目標設定と評価が必ずしも行われていない

9. 国民への説明責任（アカウンタビリティ）に
長けている人材が不足している

10. 自治体・学会・業界との国民への説明責任
（アカウンタビリティ）における連携が弱い

11. コミュニケーションの不足などにより国民等の
利害関係者との信頼関係が築けていない

12. 本省の調整等により、意思決定に時間を要し、
タイムリーな対応ができていない

13. その他
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今後の改善方策 

 情報の伝え方に課題があり、その点を職員の能力向上や、広報担当部署の拡充により改

善していくべきという意見が多く挙げられた。また、マスメディアへの対応、関係構築に

関する意見も多い。 

アカウンタビリティに関する今後の改善方策（アンケート自由回答一部抜粋要約） 

■職員の広報能力の向上や広報部門の強化 

 分かり易さと、正確さのバランスが重要。正確さを重視すると難しくなりがちで、聞く耳すら

持ってもらえない。しかし、正確に事実をいうことがアカウンタビリティの本質とも思う。プ

レゼンテーション能力・方法の向上が必要と考えられる。（職場：内部部局等 勤続年数：15

年～20 年未満） 

 無関心な国民に対しても、国土交通省は身近な存在であることを、各メディア等を通して、ど

んどん発信していく必要がある。そのためにも職員の能力アップが欠かせない。（職場：事務

所・出張所等 勤続年数：20 年～25 年未満） 

 官が行う「説明」と、国民が思う「説明」に温度差がある。説明内容が良いものか悪いものか

を問わず、国民が納得し理解できる「説明」を行うのが真の「アカウンタビリティ」である。

国民目線で官の仕事を捉えられる人材の育成が急務と考える。（職場：事務所・出張所等 勤

続年数：10年～15 年未満） 

 国民への説明を行う部門をもっと強化すべきだと思う。きちんと方向性が説明されれば、民間

事業者や国民との連携がスムーズになり、今までと同じ事業内容でも効果は上がるのではない

か。（職場：研究所・大学校等 勤続年数：10 年～15 年未満） 

 科学技術分野で始まっているコミュニケーターのように、わかりやすい言葉による省の政策情

報の提供が可能な専門的要員確保、育成によるコミュニケーション能力の向上。（職場：事務

所・出張所等 勤続年数：30 年以上） 

■マスメディアとの信頼関係構築 

 国民への説明は、マスメディアを活用することも重要であり、出先機関においてもマスコミと

のコミュニケーションを図ることが重要。（職場：地方支分部局等 勤続年数：20 年～25 年未

満） 

■引き続き丁寧な対応を継続 

 HP を活用したきめ細かな情報提供、問い合わせに対する丁寧な回答及び回答内容の HP での公

表。（職場：内部部局等 勤続年数：30 年以上） 

 情報としては十分すぎるほど出されていると思うが、出し方がうまくないと思う。国土交通省

のファンを増やすために、無駄なものをそぎ落とした情報提供を行うべき。（職場：内部部局

等 勤続年数：０～５年未満） 
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(５) 自治体・民間事業者等との関係構築について 

① 自治体・民間事業者等との関わりの頻度 

民間事業者、自治体等の他の行政機関と比較して、NPO と関わりのある職員は少ない。 
 

自治体・民間事業者等との関わりの頻度 

 
 

② 自治体・民間事業者等への働きかけ 

自治体等の他の行政機関への働きかけに比べて、民間事業者への働きかけが弱いという認

識を持つ職員が多い。また、自治体、民間事業者ともに、特にスケジュールや対応力への

配慮が足りていないと認識されている。 
 

自治体等の他の行政機関への働きかけ 

 
  

42.0

51.6

13.4

9.7

12.2

8.1

48.3

36.2

78.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.民間事業者(N=18964)

2.自治体等の他の行政機関(N=18964)

3.NPO(N=18964)

現在、日常的に関係がある（窓口として対応する等）あるいは、この5年以内に、日常的に関わりがあった

5年以上前には、日常的に関わりがあった

これまでの業務で、日常的に関わりを持ったことはない

5.3

6.2

5.1

4.3

46.8

46.4

42.1

38.0

19.3

19.6

23.8

26.4

7.7

7.3

7.9

8.7

1.0

0.9

1.0

1.3

19.9

19.7

20.1

21.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.ニーズや状況の把握
(N=18964)

2.有用な情報の提供
(N=18964)

3.的確な助言や指導
(N=18964)

4.スケジュールや対応力へ

の配慮(N=18964)

十分されている ある程度されている どちらともいえない

あまりされていない 全くされていない わからない
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民間事業者に対する働きかけ 

 
 

NPO への働きかけ 

 
 
  

2.9

3.2

3.1

2.6

31.7

32.4

30.5

25.9

25.1

25.5

27.6

29.5

12.7

11.7

11.2

12.7

1.5

1.6

1.8

2.2

26.1

25.6

25.9

27.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.ニーズや状況の把握
(N=18964)

2.有用な情報の提供
(N=18964)

3.的確な助言や指導
(N=18964)

4.スケジュールや対応力へ

の配慮(N=18964)

十分されている ある程度されている どちらともいえない

あまりされていない 全くされていない わからない
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1.1

0.9

1.0

11.9

12.0

10.6

9.7

23.1

23.2

24.3

24.8

10.7
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10.5
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3.4

3.3

3.4

3.6

50.1

50.0

50.3

50.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.ニーズや状況の把握
(N=18964)

2.有用な情報の提供
(N=18964)

3.的確な助言や指導
(N=18964)

4.スケジュールや対応力へ

の配慮(N=18964)

十分されている ある程度されている どちらともいえない

あまりされていない 全くされていない わからない
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③ 自治体・民間事業者等との関係構築に関する改善方策 

 特に民間企業との交流について、より一層促進すべきとする一方で、談合等への対策の

ため、現行制度が厳しく、十分な交流が図られていないことを指摘する意見が多く寄せら

れた。適切さを担保できるような交流のあり方を検討すべきと考えられる。また、人事交

流を促進すべきという意見も寄せられた。 
 

自治体・民間事業者等との関係構築に関する改善方策（アンケート自由回答一部抜粋要約） 

■省としての組織的な対応による交流機会の増加 

 国土交通省の施策の幅が広いため、重要な自治体・事業者等を絞り切れず、対応が困難である。

政策の遂行にあたって、どのような自治体・事業者等とどのような関係を築くのがよいか目標

を持つことが重要。（職場：地方支分部局等 勤続年数：25 年～30 年未満） 

 事業者への関係は、昨今の社会情勢から内部的に厳しい目があり、公平性や透明性の点から特

定業者との打合せができないが、実効がある事業提案のためには特定業者との打合せが必須で

あり、このような案件について、問題なく話せる会議などが有ると良い。（職場：事務所・出

張所等 勤続年数：25 年～30 年未満） 

 NPO との関係は、個人的ものが主となる事が多い。したがって、特定個人に負担が集中しない

よう、NPO との窓口を複数の個人対応とする業務として、振り替えするなどの対応が必要。（職

場：事務所・出張所等  勤続年数：25 年～30 年未満） 

 談合事件が相次いだ時期の過度の自粛が悪影響を与えているように感じる。必要な産学官の連

携のためにも、公務員と民間事業者の関係性をよりよい方向に見直すためにも、必要な話し合

いの場を設けられる制度改善が必要。（職場：地方支分部局等 勤続年数：５年～10 年未満）

 

■人事交流の推進 

 民間や自治体等と積極的な人事交流や、現場まで出向いて現地のニーズを肌で感じることによ

り、机上のものではない真に必要な政策を行うことが可能であり、国民が最も求めていること

だと思う。（職場：内部部局等 勤続年数：25 年～30 年未満） 

 関係強化をさらに行うため、人事異動を含めた交流をもっと増やすとよい。（職場：事務所・

出張所等 勤続年数：25年～30 年未満） 
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④ NPO との連携好事例 

 国土交通行政の推進にあたって、NPO との協力体制により成果を出すことの出来た事例や、

NPO の活動を国土交通省がサポートする事例が見られた。 

（アンケート自由回答一部抜粋要約） 

■NPO との協力体制構築による国土交通行政の推進 

 気象庁の旧富士山測候所庁舎は、富士山測候所を利用する NPO へ貸し付けられている。

建物は、平成１８年の法改正により、行政財産の貸し付けが可能となり、公募の結果、

富士山測候所を活用する会という NPO に貸し付けることとなった。これは、富士山測候

所有効利用検討会という、気象庁・近隣自治体・民間事業者等をメンバーとする会にお

いて検討され、成し遂げられた事業である。国として初めての貸し付け事例と聞いてお

り、気象庁はもとより、財産管理を所掌する財務省においても注目された事案と聞いて

いる。（職場：地方支分部局 勤続年数：30 年以上） 

 堤防を除草した際の草を NPO に自然飼料として引き取ってもらっている。処理の手間と

費用が減ることに加え、NPO の方にも喜んでいただけた。また、除草の際の草で作成し

た自然肥料を、自治体を通じて学校や一般家庭に配布した。非常に評判が良く、かつ「国

がリサイクルを考えている」と好評であった。一般処分費と作成費用が同じ程度である

場合、「同じだから手間がかかるのを止める」のではなく、「国民が喜ぶのはどちらか」

も考慮すべきと感じた。（職場：事務所・出張所等 勤続年数：25 年～30 年未満） 

 

■NPO の活動を国土交通省がサポート 

 シーニックバイウェイ（日本風景街道)事業は、特定した区域(ルート)内の自治体、民間

事業者、NPO が地域主導で「景観」、「地域」、「観光」を柱とした活動を行い国土交通省

が協力していく事業で、特定の区域内で協議会を作り、ルート内の景観を向上させるた

め民間標識の集約やガードレール等道路付属物の景観色指定などの提言を行っている。

また、管理者との協議の中で実行するものもある。民間事業者が旅行プランとして、温

泉や果物狩りに加えて、特定区域でのゴミ拾いを入れるなどもしており、結果的に道路

維持管理費の削減に繋がっている。（職場：事務所・出張所 勤続年数：25 年～30 年未

満） 

 NPO が主導する里山つくりイベントに多数の市民が参加していた。その際に駐車場と里

山をつなぐ経路が整備されていなかったため、当該 NPO と協力して、利用しやすい階段

を整備した。階段は周辺の竹を利用し、良いものを作ることが出来た。（職場：事務所・

出張所等 勤続年数：勤続年数：25 年～30 年未満） 
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第２節 国民アンケート 

 
調査対象と手法（再掲） 

 国民アンケートでは、国土交通省の仕事に関するイメージや、国民参画の取組みに対す

る認識等を把握するために、国土交通省インターネットモニター※を対象としたインターネ

ットアンケート調査を実施した。回収数は 95010である。 
 
※）なお、平成 18 年度調査では民間企業のインターネットモニターを対象としたのに対し

て、平成 23 年度調査では国土交通省インターネットモニターを対象としており、国土交通

省に対する評価に影響を与える可能性がある点に留意が必要である。 
 

(１) 成果主義 

国土交通省の成果主義に関連する仕事の進め方に対する国民の認識は、平成 18 年度結果と

比較すると全体の傾向は大きく変わらず、どの項目でも４割程度が肯定的な回答となって

いる。ただし、職員の意識・能力の向上については、やや改善傾向が見られる。 
 平成 18年度調査結果と比較すると、肯定的な意見の回答割合が高くなっている一方で、

否定的な意見も多くなっており、全体傾向としては大きく変わらない。 
 ただし、職員の意識・能力の向上については、やや改善傾向が見られる。 

 
  

                                                  
10一部無回答があるため設問毎に標本数は異なる。 
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成果主義に関連する仕事の進め方の改革の目標について 

平成 18 年度結果（N=3904）   

 

 
平成 23 年度結果 
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(２) 局横断的な取組み 

国民の局横断的な取組みに関する認識は、肯定的な意見が増加している一方、否定的な意

見も増加している。 
 総合性の重視について、「ややそうしていると思う」と回答した割合は 15％と前回調査

の 13.1％から増加している。 
 一方、「ややそうしているとは思わない」と回答した割合も 32％と前回の 17.3％から

増加している。 
縦割りではなく総合性を重視していることについて 
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2.6 

9.6 

12.4 

31.4 

24.4 

17.3 

32.0 

23.9 

20.5 

14.4 

8.0 
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平成23年度結果
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大いにそうしていると思う思う ややそうしていると思う
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全くそうしているとは思わない わからない
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(３) 国民参画 

① 国民の参加意向と職員の意識 

国土交通省における国民参画の取組みに対して、全体の約８割が参加意向を示している。

また、職員の約 45％では、国民の参加意向が平成 18 年度時点よりも向上していると認識

している。 
 アンケートでは、全体の約８割が、国民参画に対して参加意向を示す結果となった。 
 平成 18 年度時点よりも、多くの国民が参加意向を示している（ただし、今回調査が国

土交通省インターネットモニターを対象としたことも影響していると考えられる）。 
 職員アンケートにおいて、平成 18 年度時点の国民の参加意向（約半数）から、参加意

向がどう変化していると思うか、という問いを設定したところ、全体の約 45％がより

向上していると認識している。 
 平成 18 年度政策レビューでは、職員は国民の国土交通省の施策に対する参加意向を過

小評価しているという課題が確認されているが、その点について改善傾向が認められ

る。 
国民参画に向けた取組みへの参加意向 

 
 

参考）職員アンケート 国民の国民参画に向けた取組みへの参加意向は平成 18 年度結果 

（参加意向は約半数）からどう変化していると思うか、という問いについて（N=18964） 
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8.5 38.2 30.0 3.41.0 18.9
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1.大きく増えている 2.やや増えている 3.変わらない

4.やや減っている 5.大きく減っている 6.見当がつかない
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※国民参画への認知状況と参加経験 

 今年度の国民アンケートは国土交通省インターネットモニターを対象としており、

国土交通行政に関心の高いサンプルとなっている。 
 そのため、一般のインターネットモニターを対象とした平成 18 年度結果と比較し

て、国民参画の取組みの認知状況や参加経験が多い結果となっているため、今後の

参加意向についても、一般のサンプルよりも高い結果となっていると考えられる。 
 

国民参画の取組みの認知状況 

平成 23 年度結果（N=942）              平成 18 年度結果 N=3904 

                                   （国土交通省の政策検討等） 

   
 

国民参画の取組みへの参加経験 
    平成 23 年度結果（N=942）           平成 18 年度結果 N=3904 

                              （国土交通省の政策検討等） 
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② 国民参画の参加機会 

国民参画への参加機会について、全体の約２割が、「以前よりも機会が増えた」と回答し、

一定の改善傾向が見られる。 
 国民参画の取組みの参加機会は、全体の約２割が、“以前より機会が増えた”という回

答であった。“変わらない”という回答も 37.6％と割合が高いが、“以前より機会が減

った”という回答や 2.2％と少なく、全体としては、機会は増加傾向に感じられている

と言える。 
 

国民参画への参加機会について（N=945） 

 
 
  

19.6 37.6 2.2 40.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

以前より機会が増えた 変わらない 以前よりも機会が減った わからない
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③ 国民参画の取組みへ参加しない理由 

国民参画の取組みへ参加しない理由としては、「参加する時間がない」という回答が多いが、

それ以外にも、「馴染みにくい・敷居の高い印象がある」、「活動に魅力が感じられない」、「参

加するきっかけがない」という回答も多い。平成 18 年度結果と大きく傾向は変わらない。

 平成 18 年度結果と比較すると、「参加しても地域や社会が良くなるとは思わない」と

いう回答の割合が低くなっているが、それ以外はほぼ同様の結果である。 
国民参画の取組へ参加しない理由 

平成 18 年度結果（N=1741) 

 
平成 23 年度結果(N=176)  
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④ 関連情報の入手方法について 

「新聞記事・掲載広告」や「ホームページ」での情報入手が便利であるという回答割合が

高い。特に「ホームページ」での情報入手が便利と回答した割合が、平成 18 年度結果と比

較して増えている。 
国民参画の取組の情報を入手する際に便利な情報メディア 

平成 18 年度結果(N=3904) 

 
 

平成 23 年度結果(N=840) 
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(４) アカウンタビリティ 

① 国土交通省からの情報提供について 

i. 公共事業の情報提供に関する国民の認識 

情報の種類や量、入手容易性、わかりやすい情報の提供について十分でないという評価が

多いが、平成 18 年度結果からは改善傾向が見られる。 
 

公共事業に関する情報提供への認識 
平成 18 年度結果（N=3904） 

 

平成 23 年度結果 
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ii. 国民と職員の認識の差異 

国民の国土交通省からの情報提供の認識と、職員の国民への情報提供の認識の間に差があ

るが、平成 18 年度の調査からは差が縮まっている。 
 国民の国土交通省からの情報提供に関する認識（国民アンケート結果）と、職員の情

報提供に関する認識（職員アンケート結果）を比較すると、情報の量・的確性・理解

容易性の全ての項目で結果に差異があるが、平成 18 年度の調査からは差が縮まってい

る。 
「情報提供の量」に関する国民と職員の認識の差異 

 
 

「情報提供の的確さ（欲しい情報を提供できているか）」に関する国民と職員の認識の差異 
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② 公共事業に対するイメージ 

i. 公共事業への関心 

公共事業に「非常に関心を持っている」、「やや関心を持っている」という回答の合計が 90％
と、多くの回答者が関心を持っている。 
 平成 18 年度結果と比較すると、関心を持っているという回答割合が高くなっている。 

 

公共事業への関心 
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ii. 公共事業への印象 

公共事業に対する印象については改善傾向が認められる。公共事業に対して関心度が高い

ほど、公共事業に対する印象が良くなる傾向にある。 
 公共事業に対する印象では、「やや悪い印象を持っている」、「悪い印象を持っている」

という回答の合計が 36%と前回の 65%から大きく減少しており改善傾向が認められる。 
 公共事業への関心度と公共事業の印象に関するクロス集計では、関心度が高いほど、

印象も良くなる傾向が見られた。 
 

公共事業への印象 

 

 

公共事業への印象と公共事業の関心度の関係 
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iii. 公共事業の必要性 

公共事業に対して関心度が高いほど、公共事業の必要性を評価する回答割合が高い。 
公共事業の必要性 
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(５) 国民本位で効率的な質の高い行政 

① 国土交通省に対するイメージ 

“良いイメージ”を持つ回答者は約 25％を占める一方で、“悪いイメージ”を持つ回答者も

ほぼ同数となっている。 
  平成 18 年度調査と比較すると、“良いイメージ”の回答割合が増え、“悪いイメージ”

の回答割合が減っており、改善傾向が認められる。 
 全体としてイメージが改善されつつある可能性があるほか、今回調査では、回答者が

国土交通省インターネットモニターであり、国土交通省に対して興味や関心を持って

いる層が多いことも影響していると考えられる。 
国土交通省のイメージ 
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② 国土交通省に対するイメージの変化とその理由 

i. 過去５年程度での国土交通省に対するイメージの変化 

国土交通省に対するイメージに改善傾向が認められる。 
 以前よりもイメージは良くなったという回答が 16%と前回の 8%から増加しているこ

と、また、以前よりも悪くなったという回答が 23%から 16%に減少していることから、

国土交通省に対するイメージは改善していると考えられる。 
国土交通省のイメージの変化 

 
 

ii. イメージ変化の理由 

イメージが良くなった理由としては、①職員の対応が良かった、あるいは以前と比べて改

善されているため、という回答が見られた。また、従来は何をしているのかよく分からな

い機関であったが、②その仕事内容を知ったために、イメージが良くなったという回答も

同様に見られた。 
上記２点に加え、③実施している政策がイメージの向上に繋がったという理由が挙げられ

ている。 
一方、イメージが悪くなった理由としては、①実施している政策やその不備が多く挙げら

れている。特に②調査実施時に話題となっていた政策課題やそれに関する反対意見をニュ

ース報道で目にしたことが、イメージの悪化に繋がっているという回答が見られた。 
③職員の対応によりイメージが悪くなったという回答も少数ながら存在した。 
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イメージが良くなった背景・理由（一部抜粋要約） 

 
職員の対応や、その改善がイメージ向上に繋がったというケース 
 コスト意識が非常に高くなった。業者に対しても真摯な対応で対応してくれるように

なった。 
 国交省のメールマガジンを取り始めて３年目に入りますが、国民目線に立った情報の

発信が増えてきたように感じます。 
 無駄なものを省くという点では以前より、公表されたりして明確になる点が多くなっ

た気がする。 
 以前に、とある道の駅の設備拡充について、霞が関の本省に法的な規制緩和をお願い

に上がった事があるが、たいへん積極的な姿勢で対応をいただいた。地域や住民環境

を良くしようという姿勢が伝わってきて、好感を持つと共に、当方もボランティアで

はあるが、協力しようという意欲が湧いてきた。 
 許認可申請に関して、対応していただくスピード、親身さが変わってきたと思う。 
 ある国道所管所に電話をすると以前は木で鼻をくくった返答であったが、最近は懇切

丁寧に返答していただくことが多くなった。 
 国の機関として、以前より住民としての意見を取り入れてくれるようになった。河川

改修事業の環境アセスなどに関係したが、その継続的な環境アセスがきちんとされて

いた。 
 
国土交通省の仕事内容を知ったことや、職員と接点を持ち、国土交通省自体を知ったこと

が、イメージ向上に繋がったというケース 
 国の発展の為,生活のために努力されていることが具体的に分かったから。 
 受託した仕事を処理する過程で、とても大変な業務であることを実感したため。国土

を管理し、発展させるという長期にわたる過程を必死に制御し、良くしようと努力さ

れている姿に感銘を受けました。 
 事業仕分けを通して、どんなところに今までお金が投じられ、また今後どのような問

題が生まれてくるかが改めて分かったからです。 
 以前と比べて、ネットや紙媒体での、仕事内容の認知度が高くなって、明るいイメー

ジがする。 
 流量観測の業務に携わって、資料作成を少し手伝いさせて頂いています。今の仕事に

就くまではかかわることがなかったので、国土交通省でこんな仕事をして、災害防止

の為の調査をしていることが解って私達の税金の一部が私達の生活に密接に関わって

いることを知り、親近感が沸きました。 
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実施している政策がイメージ向上に繋がったケース 
 観光や住宅関連が所管業務の中に含まれたことで、より身近な感じがするようになっ

たからだと思う。 
 高速道路が安くなったことはありがたいです。 
 第２東名の工事の進み具合。地方の国道の整備。 
 無駄なダムについて見直そうとした試みや、住宅ポイントや高速道路無料化など国民

に対していろいろな発信をしているため。 
 道路を運転していて国道が整備され渋滞の緩和がされている。 
 台風の被害の後の復旧に安心致しました。 
 バリアフリーの道路が増えた。 

 
 

イメージが悪くなった背景・理由（一部抜粋要約） 

 
実施している政策が悪いイメージに繋がっているケース 
 国政自体に不満があるが、特に国土交通省管轄の事業には無駄が多く何故国民の声を

もっと取り入れようとしないのか理解できないから。 
 国家予算が赤字でもまだ無駄使い、天下りがあまり減少しないイメージがある。 
 温暖化などを原因とする豪雨や水害で毎年大きな被害がでていますが、その早急な対

策がとられているのかわからないこと、また、CO２削減に反する高速道路の利用料引き

下げです。 
 高齢社会における住宅政策の遅れ。 
 打ち出される行政施策に、一貫性が感じられず場当たり的な面が一層ひどくなってい

るように思います。 
 税金でまかなわれている使途が良く分からない。明らかに交通量が少ない道路での拡

張工事などが多く、本当に必要な道路には何年過ぎても許可が下りないことが多すぎ

る。 
 
ニュース等の報道で問題点等が指摘され、それが悪いイメージにつながっているケース 
 ダム問題や環境問題や高速道路料金問題等で最近報道されることが多くなり、今まで

特に関心なかった省だが、いやでもイメージされるようになった。 
 ダム建設工事関連の報道等によるものが大きいが、地元住民の声を聞かず机上の論議

によって地域社会を混乱させている感が強いから。 
 報道で日々国土交通省の話題が取り上げられていて、イメージが悪い 
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 マスコミ等でいろんな不祥事を取り上げられることが多く、税金の無駄遣いばかりし

ているようなマイナスイメージが多くなってきた。 
 
国土交通省、および職員の対応が、イメージ悪化に繋がったケース 
 以前（３年ほど前）、予算の事で、電話で伺ったところ、あまり良い対応ではなかった

事を覚えております。やはり「お役所」だなという印象はあります。 
 優秀な人や意欲的な人も多いにもかかわらず、業務になれてきた頃に異動となってし

まい、また、新しい、何も知らない人が異動してきて、一からやり直しとなるような

状況が多い。政策の継続性という点から疑問があります。 
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第３節 国民グループインタビュー 

 
調査対象と手法（再掲） 

 国民グループインタビューでは、事前に行った国民アンケートの質問項目について、よ

り詳細な意見を把握することを目的として実施した。国民アンケートの回答者のうち、フ

リーグループインタビューへの参加可能意向を提示した回答者を、性別や年齢、職業等が

偏らないように抽出し、フリーグループインタビューを実施した。 
 １グループ６～７人にて構成し、異なる３地域（東京、富山、松山）において各１グル

ープの、計３グループのグループインタビューを実施した。 
 

(１) 国土交通省のイメージについて 

 生活者としての国民にとって、国土交通省の情報はマスコミの報道によりもたらされ

るものが多く、その結果、無駄遣いをしているという従来どおりのイメージを持たれ

ていることが多い。また、そもそもイメージがない、という意見も多い。 
 国土交通省行政への関心度が高い層は、国土交通省の仕事を、国民にとって重要な業

務であると認識しているが、まだそういった理解は限定的である。 
 国土交通省のような中央官庁は、自治体に比べて生活者からの心理的距離は遠いと思

われており、また実際に、コンタクトを取ることは少ない。 
具体意見例） 

 報道の仕方に問題があるのかもしれないが、行政を叩く報道が多く、イメージ的には

悪くなりつつある。【富山：38 歳・女性・専業主婦】 

 私たちの要望は市に伝わり、市から県に伝わり、県から国に伝わるというイメージが

あり、生活に密着していないイメージが強い。【富山：38 歳・女性・専業主婦】 

 しかし、実際に国土交通省、あるいは職員とコミュニケーションを取る機会があれば、

そのイメージは向上する傾向にある。また、職員のイメージは必ずしも悪くなく、そ

の能力や対応姿勢を評価する意見も聞かれた。 
 今後のイメージの向上や、国民理解の促進のためには、マスコミ任せにするのではな

く。国土交通省自らによる情報発信が必要である。また、その際には、ユーザーであ

る国民の目線に立ち、平易な言葉、分かりやすい表現などによる情報提供が必要であ

る。 
具体意見例） 

 去年、国土交通省の河川モニターをしていたが、丁寧な対応をして頂いた。職員の方

もいい方ばかりで悪い印象はなく、国土交通省が身近になった。【富山：42 歳・女性・

自営業】 

 道の駅の関係で本省の職員と話をしたが、柔軟な考えを持っており、協力的な対応を

していただいた。【松山：47 歳・男性・保険】 
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(２) 公共事業について 

 “無駄遣い”のイメージは残っているものの、社会インフラの整備、地域活性化、経

済的効果を評価する意見もある。 
 近年は、公共事業の効果が薄くなってきている上に、公共事業自体も少なくなってい

ると認識されている。 
具体意見例） 

 公共事業は無駄だが、それも経済対策の 1つ。この不景気の時代に無駄なものをつく

っても経済がよくなればいいが、今は公共投資によって経済がうまく回らなくなって

いる。【富山：46 歳・男性・アルバイト】 

 実家が地方にある。以前は山道で時間がかかった場所が、今は道がよくなって時間が

かからなくなった。そういうことを考えると公共事業も必要だと思う。地方の人達に

とっては、雇用とは別の意味で必要だと感じる。【東京：44 歳・女性・専業主婦】 

 新規事業についてはもっと考えてほしいが、今までにできたものの維持管理はきちん

とやってもらわないと橋が壊れたりダムが破壊したりする。【松山：51 歳・女性・事

務職】 

 

(３) 仕事の進め方の改革の目標について 

 ５つの方針は、どれも重要なことではあるが、それを実現させることは難しいという

印象を与えている。 
 目標自体が広い概念を持つ、ある意味では抽象的な内容となっており、それが実現さ

れているかについて、どの基準で判断することが出来るかが、分かりにくい。また、

わざわざ目標に据えなければならないのか疑問を感じるという意見が出ている。 
 表現として内容が分かりにくいところがあり、実際その目標をどのように達成するの

かかが不明であると思われている。 
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(４) 国民参画について 

 参画に対して、意見を聞いてもらえなさそうなど、敷居の高い印象があるが、実際に

参加した場合の満足度は高い傾向にある。 

 その際には、国民参画を募る、という受け身の姿勢ではなく、国土交通省自らが、国

民の生活の場に参加するような仕組みが重要である。 

 具体的には、関連の資料や国民参画に係る取り組みに関するよびかけを、“普段の生活

で目にする場所”で行うことが有効である。 

具体意見例） 

 出前講座に来てもらったことがある。自分の行っている取り組みをきちんと自信を持

って説明してくれるし、質問にも誠意を持って答えてくれる。【松山：51 歳・女性・

事務職】 

 親も子供も集まれるイベント的なものであれば親子共々参加できて広報としても有

効だし興味があればいろいろ話も聞ける。【東京：50歳・男性・金融】 

 

(５) 国民意見の把握・施策への反映について 

 意見の把握の取組みは不十分であり、また、把握した意見も、施策には反映されない

のではないかと認識されている。 

 意見を把握する際には、漠然と意見を募集するのではなく、特定の問題に対して、特

定の対象に何を聞くのか、ということを明らかにして臨む必要がある。 

具体意見例） 

 改善の余地はある。やろうとしているし、ゼロではないが、まだ追いついていない。

特に、意見は聞くが、反映はしていないという印象。【松山：47歳・男性・保険】 

 具体的な対象があれば答えられる。それがないのでは誰も意見を言いに来ない。例え

ば北陸新幹線をどう思うかについては、人は来ると思う。【富山：46 歳・男性・アル

バイト】 

 
(６) 政策評価の取組みについて 

 そのような取組みが行われているのは評価できるが、現状の評価書は一般の国民には

難しすぎて理解できない。 

 評価書を将来的にコミュニケーションツールとして利用する場合には、言葉、内容、

量、ビジュアル面に配慮した、分かりやすく、手に取りやすいものとする必要がある。 
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第４節 都道府県・政令指定都市職員アンケート 

 
調査対象と手法（再掲） 

国土交通省と仕事を共に実施する都道府県・政令指定都市職員（43 都道府県、18 政令指

定都市11、約 1200 名程度）を対象とし、国土交通省と良好なコミュニケーションが図られ

ているか、国土交通省の仕事の質に満足しているか、という観点からアンケートを実施し

た。インターネットを通じてアンケートを実施し、回収数は 754 であった。 
 

(１) 単純集計 

① 国土交通省職員と回答者との間の仕事の質、コミュニケーションに対する印象 

国土交通省職員の仕事の質、またはコミュニケーションについては概ね肯定的な評価。 
 ほぼすべての項目について、「大いにそう思う」、「ややそう思う」との回答が過半数を

占めている。 
 ただし、「スケジュールや対応力への配慮」については、肯定的な回答が他の項目と比

べると少なくなっている。 
 厳密には質問内容がやや異なるものの、平成 18 年度調査と比較すると、平成 23 年度

調査では「スケジュールや対応力への配慮」、「真摯な対応」については平成 18 年度調

査よりも肯定的な評価の割合は増加しているが、「有用な情報提供」、「迅速な対応」で

は肯定的な評価の割合は減少している。 
 
  

                                                  
11 沖縄県、東日本大震災の影響を大きく受けた岩手県、宮城県、福島県、仙台市を除く都

道府県、政令指定都市を対象とした。 
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国土交通省職員と回答者との間の仕事の質、コミュニケーションに対する印象 
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（平成 18 年度結果との比較） 

 

 

 
注）ニーズの状況の把握については、平成 18 年度調査では「職員が、皆様に求めているこ

とは明確である」という設問で調査を実施しており、今回の比較は参考。 
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② 業務において重要と感じるコミュニケーション事項 

「的確な助言や指導」、「有用な情報の提供」を重視している自治体職員が多い。 
 重要と感じるコミュニケーションとしては、多い順から「的確な助言や指導」、「有用

な情報の提供」、「迅速な対応」である。 
 平成 18 年度調査と比較すると、「迅速な対応」についてのニーズがやや低下し、「的確

な助言や指導」、「有用な情報」のニーズが高まっていることが分かる。 
 
 

業務において重要と感じるコミュニケーション事項（３つまで複数回答可） 

 

注）ニーズの状況の把握については、平成 18 年度調査では「職員が、皆様に求めているこ

とは明確である」という設問で調査を実施しており、今回の比較は参考。 
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真摯な対応 平成18年度（N=969）

平成23年度結果（N=754）
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③ 仕事を共に実施する国土交通省に対する満足度 

約 65%の回答者が仕事を共に実施する国土交通省に満足しており、平成 18 年度調査と比較

しても、肯定的な回答は増加している。 
 

仕事を共に実施する国土交通省に対する満足度 
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第５節 民間事業者職員アンケート 

 
調査対象と手法（再掲） 

国土交通省と仕事を共に実施する民間事業者の職員を対象とし、国土交通省と良好なコ

ミュニケーションが図られているか、国土交通省の仕事の質に満足しているか、という観

点からインターネットアンケートを実施した。対象は平成 18年度調査と同様に建設、旅行、

鉄道、バス、航空の５業界とした。 
 

(１) 単純集計 

① 国土交通省職員と回答者との間の仕事の質、コミュニケーションに対する印象 

国土交通省職員の仕事の質、またはコミュニケーションについては概ね肯定的な評価。 
 すべての項目について、「大いにそう思う」、「ややそう思う」との肯定的な評価が否定

的な評価を上回っている。 
 ただし、「迅速な対応」、「スケジュールや対応力への配慮」については、肯定的な回答

が他の項目と比べると少なくなっている。 
 厳密には質問内容がやや異なるものの、平成 18 年度調査と比較すると、平成 23 年度

調査では「スケジュールや対応力への配慮」については、評価が向上している一方、「有

用な情報提供」、「迅速な対応」では肯定的な評価の割合は減少している。 
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国土交通省職員と回答者との間の仕事の質、コミュニケーションに対する印象 

（５業界合計の結果） 
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（平成 18 年度結果との比較） 
 

 

 
注）ニーズの状況の把握については、平成 18 年度調査では「職員が、皆様に求めているこ

とは明確である」という設問で調査を実施しており、今回の比較は参考。 
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国土交通省職員と回答者との間の仕事の質、コミュニケーションに対する印象 
（業界別 「大いにそう思う」「ややそう思う」の合計の平成 18 年度、平成 23 年度比較） 

 
注）ニーズの状況の把握については、平成 18 年度調査では「職員が、皆様に求めているこ

とは明確である」という設問で調査を実施しており、今回の比較は参考。 
 
  

項目 業界 平成１８年度 平成２３年度 増減

ニーズや状況の把握 建設業界 60.8% 51.3% -9.5%

旅行業界 56.3% 37.5% -18.8%

鉄道業界 79.4% 61.6% -17.8%

バス業界 73.6% 62.9% -10.7%

航空業界 62.9% 50.5% -12.4%

有用な情報の提供 建設業界 72.9% 46.6% -26.3%

旅行業界 71.9% 45.9% -26.0%

鉄道業界 89.7% 67.3% -22.4%

バス業界 90.6% 66.8% -23.8%

航空業界 76.7% 45.1% -31.6%

的確な助言や指導 建設業界 49.3% 45.1% -4.2%

旅行業界 56.3% 41.6% -14.7%

鉄道業界 76.4% 67.9% -8.5%

バス業界 86.8% 76.6% -10.2%

航空業界 58.8% 49.5% -9.3%

スケジュールや対応力への配慮 建設業界 26.5% 44.2% 17.7%

旅行業界 34.4% 37.5% 3.1%

鉄道業界 50.3% 57.0% 6.7%

バス業界 59.4% 67.5% 8.1%

航空業界 48.6% 43.0% -5.6%

迅速な対応 建設業界 50.5% 38.1% -12.4%

旅行業界 53.1% 45.8% -7.3%

鉄道業界 80.6% 64.2% -16.4%

バス業界 82.1% 71.1% -11.0%

航空業界 59.2% 33.3% -25.9%

真摯な対応 建設業界 58.8% 62.8% 4.0%

旅行業界 50.0% 58.3% 8.3%

鉄道業界 89.1% 76.7% -12.4%

バス業界 84.0% 78.9% -5.1%

航空業界 74.3% 55.9% -18.4%
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② 業務において重要と感じるコミュニケーション事項 

的確な助言や指導、有用な情報の提供及び迅速な対応が重要と考えられている。 
 

業務において重要と感じるコミュニケーション事項（３つまで複数回答可） 
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③ 仕事を共に実施する国土交通省に対する満足度 

概ね約６～７割の回答者が仕事を共に実施する国土交通省に満足しており、平成 18 年度調

査と比較しても、肯定的な回答は増加している。 
業界別に見ると、建設業、鉄道業、バス業において「大いに満足」との回答が増加してい

る。 
 航空業については、満足度が他の業界と比べると低くなっている。 

 
仕事を共に実施する国土交通省に対する満足度 

平成 18 年度結果 

 
平成 23 年度結果 
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第６節 事例収集 

 
調査概要（再掲） 

 事例収集では国土交通省の仕事の進め方の改革に係る取組みについて部局単位で収集を

行った。 
 収集対象とした事例は、前回同様の成果主義、局横断的な取組み、国民参画、アカウン

タビリティのアウトカム目標に係る取組みに加えて、今回調査では、アウトカム目標であ

る国民本位で効率的な質の高い行政に関する取組みとして、自治体・事業者等と連携した

取組に関する事例も収集対象とした。取組みは、原則平成 18 年度の政策レビュー以降とな

る、平成 19 年度から開始したものを対象とする。ただし、平成 18 年以前から開始されて

いるものでも、継続的に実施しており、より一層の効果を発揮している事例は対象とする。 
収集の際の視点は、前回調査時と同様に、各種の取組みのうち、①当初想定を上回る成

果を挙げた事例、先駆的事例、②今後解決すべき課題が浮きぼりになった事例（今後の参

考となる課題が明らかとなった事例）の２つを設定した。 
なお、今回の調査では、平成 18 年度政策レビューに掲げられた対応方針に係る事例を優

先的に収集し、前回政策レビュー以降の国土交通省における課題への対応状況を把握する

ことに努めた。 
 収集事例は合計 162 件であった。下記のその内の 16 事例の概要を記載する。 
 

(１) 成果主義 

成果をあげた先行事業の実例や効果を踏まえつつ他地域に波及展開していくような取組

み、新たな広報ツールを活用した職員のアウトカム意識高揚や進捗管理を進める取組み、

過去の政策評価結果を勘案した既往の取組みの改善など、成果主義の一層の推進に係る取

組み事例が確認された。 
 平成 18 年度政策レビューでは、成果主義に係る好事例の情報共有や、成果主義を基本と

した取組みの波及展開等をすべきといった対応方針が掲げられていた。下記の「関東管内

における BRT の推進」の事例は、成果を挙げた新たな都市交通システムの導入実例を踏

まえつつ、未導入の他地域への波及展開を進めている好事例であると考えられる。 
ﾃｰﾏ 関東管内におけるＢＲＴ(Bus Rapid Transit)の推進  ［関東運輸局］ 

概要  藤沢市、厚木市、千葉市（幕張新都心地域）など、バス利用が多く、かつ安全性・速達性・利

便性などの向上が課題となっている地域において、連節ノンステップバスの導入と、それに

あわせた PTPS（公共車両優先システム）他の新たな交通システムを構築。 

特徴  BRT 導入により大量輸送（大型バス２台分）の実現。 

 利便性や安全性、速達性等の向上に資する各種仕組み（例：交通空白地へのフィーダーバ

スとの接続、車内で鉄道乗り継ぎ情報提供、IC カード専用乗車口設置による 2 名同時乗車

等）の連携実施。 
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 導入実例や効果等を踏まえた他地域における導入推進（例：石岡市・小美玉市、町田市等）。 

効果  利用者利便性の向上（例：駅前交通渋滞・駅前バス待ち時間短縮、PTPS 導入及び走行環

境改善に伴う定時性向上、2 名同時乗車及び急行運行による速達性の向上など） 

 輸送力増強による燃費効率の向上に伴う CO2 の削減。 など 

 
 平成 18 年度政策レビューでは、成果主義の浸透に資するよう、様々なツール・機会（広

報誌や HP 等）を利用して、アウトカム意識や政策目標を広く職員を対象に啓発・周知す

るという対応方針が掲げられていた。下記の取組み事例は、新たな広報誌を活用しつつ、

組織内外の情報共有・アウトカム意識高揚を図るとともに、目標達成に向けた事業の進捗

管理を実現する取組みである。 
ﾃｰﾏ 事業進捗管理に資する内部広報紙・「第二阪和 Letter」  

［近畿地方整備局 浪速国道工事事務所］ 

概要  第二阪和国道部分供用に向けた進捗管理支援のために、内部広報誌「第二阪和 Letter」を

発行・活用。 

特徴  事業の進捗管理や目標達成へのメッセージの発信、さらには現場の士気向上を目的とし

た、内部広報誌を活用した情報共有（平成 22 年 6 月より、毎月１号発行）。 

 事務所職員のみならず、本局担当課や、関係自治体、施工事業者へも配布を拡大。 

効果  供用に向けた関係者間の一体感・連帯感醸成や、関係機関協議の円滑化に効果を発揮。 

 現場の士気向上や社内・現場内の情報共有に寄与（職員におけるアウトカム意識の向上）。

 工程厳守の周知徹底による目標や工程管理への効果。 など 

 
 成果主義の浸透に向けては、政策評価の結果で明らかになった課題への改善を進め、さら

に施策効果の高い取組みを創造・展開していくという視点が重要である。下記の気象庁に

よる事例は、過去の政策レビューにおいて指摘された改善方向を踏まえて取組みを見直し、

関係機関にとってより有益な情報提供をおこなうようになった好事例であると考えられ

る。 
ﾃｰﾏ 市町村ごとの気象警報・注意報  ［気象庁］ 

概要  平成 22 年５月より、市町村名を明示した気象警報・注意報の発表を開始。 

特徴  平成 16 年度政策レビューにおける、気象警報を市町村単位で発表すること等の改善の方

向性が示されたことを踏まえての取組み（政策レビューを踏まえた改善事例）。 

 市町村毎に気象警報・注意報の基準を設定し、より災害との対応のよい指標とした。 

効果  防災関係機関にとって、“より分かりやすい内容となった”との評価を得た。 

［参考：気象庁平成 22 年度利活用状況調査より］ 

-自市町村の発表について：「よりわかりやすくなった（93%）」、「より危機感を持つようになっ

た（80%）」 など 



78 

(２) 局横断的な取組み 

連携・総合化に向けた組織の幹部職員等による会議体の設置や、局横断的な担当者間の連

携によって総合的な施策を進める取組み、また、研修などを活用した連携意識醸成に資す

る取組みなど局横断的な取組みの一層の推進に資する事例が確認された。 

 
 平成 18 年度政策レビューでは、組織の幹部職員による連携・総合化の意識付けの必要と

いう対応方針が掲げられていた。下記の「中国地方連絡調整会議」は、地方運輸局及び地

方整備局の幹部職員が定期的に検討・調整を図る会議体として設置されたものであり、施

策・体制などの緊密な連携を実現しようとするものである。 
ﾃｰﾏ 中国地方連絡調整会議の設置  ［中国運輸局＋中国地方整備局］  

概要  中国地方に係る国土交通行政の所掌業務の円滑な推進と総合的で整合の取れた政策展

開を図っていく取組みとして「中国地方局連絡調整会議」を設置。 

特徴  中国地方に係る国土交通行政の諸課題について、両局で共通する課題や主要な施策につ

いて検討と共有［メンバー：中国地方整備局（局長、副局長、総務部長、企画部長）、中国運

輸局（局長、次長、総務部長、企画観光部長、交通環境部長）。原則四半期に一度開催。 

 防災・危機管理分野での連携施策、連携体制など緊密な連携を実施。 

効果  防災・危機管理分野に係る国土交通行政の連携を強化。迅速な災害対応が可能に。 

例：整備局ＢＣＰネットワークを活用した、リアルタイム道路情報等を共有。 

例：緊急時における運輸局と整備局、本省との通信手段の確保と情報共有を実現。 

 
 平成 18 年度政策レビューでは、局横断的な取組みの浸透に資するよう、人事・研修など

に関しても、従来に増して職員の連携意識醸成を進める取組みを進めていくべきという対

応方針が掲げられていた。下記の取組み事例は、バリアフリー社会の実現という局横断的

な施策展開が必要な分野について、新規採用時に合同の意識醸成をおこなうものであり、

前回政策レビューの指摘事項を反映した取組みであると言える。 
ﾃｰﾏ 合同新規採用職員研修におけるバリアフリー教室の開催 

［中部運輸局＋中部地方整備局］ 

概要  バリアフリー新法を契機に、バリアフリー化促進のために、中部運輸局及び中部地方整備

局で、平成 18 年度より打ち合わせを実施。 

 バリアフリー化の必要性と施策の理解を深めるため、新規採用職員を対象に研修を実施。 

特徴  中部運輸局及び中部地方整備局が合同でおこなう新規採用職員研修で、実践的な内容の

講義・疑似体験を実施。必要性・理解に係る効果的な習得を推進。 

 中部地整・中部技術研究所のバリアフリー体験歩道の活用、バリアフリーに係る NPO の講

師招聘など理解増進に資する工夫を実施。 

効果  中部運輸局及び中部地方整備局の両局職員のバリアフリーに関する意識向上。 

 両局連携による自治体訪問（H22 年度：３自治体）等により、地域での構想づくり等を支援。 
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 局横断的な取組みの浸透に向けては、施策の立案・展開の現場において常に連携や総合化

を意識する必要がある。下記の取組み事例は、社会資本整備を担う地方整備局と、公共交

通や観光振興を担う運輸局の担当者間の連携により、総合的な取組みを進める好事例であ

ると考えられる。 
ﾃｰﾏ 今城塚古墳公園・ＪＲ高槻駅前整備事業の実施  ［近畿運輸局＋近畿地方整備局］

概要  地域主体（自治体、市民、有識者、各事業者等）、各管理者（公共交通管理者、公安委員会

等）及び近畿地方整備局・近畿運輸局等の連携・参画による、「観光まちづくりアドバイザリ

ー会議」・「バリアフリー基本構想策定委員会」等の立ち上げ・検討。 

特徴  旧建設の社会資本整備担当者と、旧運輸の観光振興担当者との連携による、より効果的な

観光施策の立案支援。（局横断的な担当者間の連携） 

 より一体的・連続的なバリアフリーなまちづくりの検討（運輸局＜鉄道・バス等の公共交通＞

＋地方整備局＜道路・公園等の社会資本＞＋公安委員会＜信号・横断歩道等＞）。 

効果  ソフト（ルート設定やイベント等）とハード（社会資本等）の両面からの意識向上。 

 多様な主体の協力によるバリアフリー基本構想の策定と、継続協議会の設置。 など 

 
 局横断的な取組みに加えて、省庁横断的な施策の連携や総合化を進めることも重要である。

下記の取組み事例は、“歴史まちづくり”という省庁横断的な政策分野において、文部科

学省や農林水産省という関係省庁との連携を図るとともに、省内においても各局（都市局、

住宅局、道路局等）が連携して、質の高い事業を展開しようとする取組みである。 
ﾃｰﾏ 省庁連携による歴史まちづくりの推進 ［都市局］ 

概要  市町村における歴史まちづくりの取組みを３省庁連携（文部科学省、農林水産省、国土交通

省）により支援。 

特徴  文化庁による文化財保存修理、農林水産省による農業用水路修復等とともに、市町村にお

ける歴史まちづくりの取り組みを総合的に支援。 

 省内においても、都市局内だけでなく、住宅局、道路局等との連携により、市町村の歴史ま

ちづくりに係る社会資本整備を支援。 

効果  国・市町村のまちづくり部局と文化財部局の連携強化による質の高い事業を実施。 

 国土交通省の支援事業による整備においても、計画に基づき、市町村が文化庁等の関係

省庁と連携しながら進めることで、より質の高い事業を実施。 
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(３) 国民参画 

新聞広告・ラジオ放送など多種多様な媒体活用による参画促進と効果検証に係る取組み、

国民にとって分かりやすいツール（例：サインボード等）によって活動を周知・活性化す

るような取組み、国民参加の動機づけとなる“やりがいのある活動機会”を設定する取組

みなど、国民参画の一層の推進に係る取組み事例が確認された。 
 
 平成 18 年度政策レビューでは、国民参画の取組みの実施方法及び周知方法について、地

方局、事務所の単位で改めて検討することが対応方針として掲げられていた。下記の取組

みは、地方整備局における制度の普及や認知度の向上に向けて、ポスターやチラシはもと

より、新聞広告やラジオ放送など多様な媒体を活用しつつ参画を促し、加えて効率的・効

果的な広報手段を検証した事例である。 
ﾃｰﾏ みなとオアシス制度の普及、みなとオアシス Sea 級グルメ全国大会 in 三原の開催 

［中国地方整備局］ 

概要  国民に受け入れやすいグルメを通じたイベントによる、みなとオアシス制度の認知度向上・

普及と広報効果の検証。 

注）みなとオアシス：港の施設やスペースを活用して、住民参加型の継続的な地域振興に係る取り組みが行われてい

る施設・地区を認定し、みなとを核としたまちづくりの促進とみなとの利便性向上を図るもの。 

特徴  地元開催市との連携による効率的、効果的な広域広報を実施。 

 主な広報ツールは、「①ポスター、チラシ等による広報」、「②中国みなとオアシス協議会ＨＰ

に特設コーナーを設置」、「③開催市による新聞広告、ラジオ放送」、「④県及び近隣市のイ

ベントとの連携広報」、「⑤開催市との同時プレスや市の広報誌への掲載、報道レク」等。 

 
 国民参画の推進に向けては、取組みの意義の周知とともに、国民が参加しやすい仕組みを

検討することが重要である。下記の「ボランティア・サポート・プログラム」の取組みは、

国民にとって分かりやすいサインボードというツールを活用し、取組みを周知するととも

に、活動の活性化を一層進める好事例であると考えられる。 
ﾃｰﾏ ボランティア・サポート・プログラム  ［道路局］ 

概要  住民グループ等・道路管理者・市町村の役割分担のもと、道路の美化清掃を実施。 

 市民団体等の直接的な参画を実現。コミュニティの活性化や地域・企業の社会貢献活動へ

の活発化にも期待。 

特徴  「実施団体」（＝ボランティア活動を行う住民グループ等）が、道路脇の簡単な清掃や美化活

動を行うことを「協定」で確認し、その「協定」の内容に従って活動を実施。 

 道路管理者は、実施団体名入りのサインボードを立てて、実施団体の活動を公表。 

効果  本格導入以降、実施団体は着実に増加（平成 23 年末段階で 2,258 団体）。アンケートでは、

９割の回答者が「道路に対する親しみが増した」と回答。 

 サインボードの設置により、「ゴミのポイ捨て防止」、「活動の励み」、「活動の PR」等に寄与。
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サインボードへの満足度も高い。 

 
 下記の取組みは、やりがいのある活動機会の設定や、人材・組織の育成など、国民参加へ

の動機づけを行う好事例であると考えられる。 
ﾃｰﾏ 国営滝野すずらん丘陵公園の運営管理への多様な主体の参画 ［北海道開発局］ 

概要  ボランティアによる森林管理や公園利用プログラムの提供、市民活動や地域イベントの公園

利用など、公園の運営管理への多様な主体の参画を推進。 

特徴  ボランティアが中心になって提供するプログラム（例：森のガイドツアー、滝野・森の楽校等）

を、滝野公園の“看板プログラム”とするなど『やりがいのある活動機会』を整備。 

 定期的な各種研修会の開催による『ボランティアの育成』を推進。 

効果  「地域とのパートナーシップ」と「公園利用者サービス」の両面の向上。 

 具体的には、①ボランティアによる森林管理②ボランティアによる公園利用プログラムの提

供、③市民活動や地域イベントへの公園利用等。 

 
  



82 

(４) アカウンタビリティ 

ワークショップ手法等を活用して地域主体と双方向のコミュニケーションを実現した取組

み、従来の広報活動の分析を踏まえて職員意識を高揚させるとともにマスコミへの情報提

供・掲載を大幅に増加させた取組み、アカウンタビリティに係る取組みの効果を国民や職

員に分かりやすく周知・浸透させた取組みなど、アカウンタビリティの一層の推進に係る

取組み事例が確認された。 
 
 平成 18 年度政策レビューでは、アカウンタビリティの推進に向けて、事業・施策に係る

情報提供、意見収集及びフィードバックという“双方向コミュニケーション”を積極的に

行うべきという対応方針が掲げられていた。下記の取組みは、河川環境・空間の整備にあ

たり、ワークショップ手法等を活用しつつ、地域主体と双方向のコミュニケーションを実

現した事例である。 
ﾃｰﾏ 那賀川総合水系環境整備事業 ［四国地方整備局 那賀川河川事務所］ 

概要  阿南市が進める「阿南光のまちづくり」と連携を図りながら、中心市街地のにぎわいの核とな

る魅力ある水辺を創出し、拠点整備に加えて拠点間のネットワークを整備することにより、

市民の憩いや交流の場、スポーツやレクリエーションの場となる河川空間を創出する事業。

特徴  地元商店街、市民団体、地域住民等が参加したワークショップを設置し、地域の意向を反映

した計画づくり。（双方向のコミュニケーション） 

 維持管理についてもワープショックで議論されており、清掃活動など地域によって実施され

ている。 

効果  地元住民主体の清掃活動展開など、地域と一体となったまちづくりを実現（本事業の実施箇

所では、アドプトネットワーク那賀川において年３回の河川清掃が行われており、地域の桑

野川に対する愛着や関心の深さが伺える）。 

 ワークショップでは、整備後の施設管理まで視野に入れた計画が策定されたため、施設完

成後の地元、阿南市、国土交通省の管理区分をスムーズに設定することができた。 など 

 
 
 平成 18 年度政策レビューでは、アカウンタビリティを積極的に行うべく職員のモチベー

ションを高めることや、マスメディアへの積極的な対応を図ること等が対応方針として掲

げられていた。下記の中部地方整備局による「広報分析を活用した積極的なアカウンタビ

リティの推進」の事例は、既往の広報活動を指標化・分析するとともに、広報への職員意

識向上を実現した事例である。改革の結果、記者発表数及び新聞掲載数も大幅に増加する

など成果を挙げている。 
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ﾃｰﾏ 広報分析を活用した積極的なアカウンタビリティの推進 ［中部地方整備局］ 

概要  道路事業広報について、広報計画の策定・実施、実績の集計及び分析、次期広報計画へ

の反映、PDCA サイクルによる広報業務の改善を図り、積極的な広報業務（ｱｶﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨ）の

推進のための取り組みを実施。 

特徴  広報の未実施内容を分析し、課題と対応策について、広報担当職員に周知を図り、職員及

び他職員の意識向上、職場内での情報共有による円滑な広報の推進を図るなど、広報に

対する意識が向上。 

 さらに、この意識向上が追加広報の実施にも繋がった。 

効果  活動状況のフォローアップとして、マスメディアへの情報提供・情報掲載数を事務所毎に集

計。結果を共有することにより、各事務所の担当者の刺激に繋がり、好循環となった 

記者発表数：前年度比で 2.7 倍に増加（平成 21 年度：146 件⇒平成 22 年度：394 件） 

新聞掲載数：前年度比で 2.3 倍に増加（平成 21 年度：157 件⇒平成 22 年度：364 件） 

 
 
 アカウンタビリティを一層進めていくためには、アカウンタビリティに係る活動による効

果を把握し、国民等に PR するとともに、職員にも周知・浸透させていくという視点が重

要である。下記の事例は、アカウンタビリティの一環として実施した PI（パブリック・

インボルブメント）による事業の円滑化・早期化等の効果を、国民等に対し分かりやすく

情報発信することに加え、職員にその効果が周知・浸透された好事例であると考えられる。 
ﾃｰﾏ PI による早期の効果発現を分析し広報を実施 

［北陸地方整備局 金沢河川国道事務所］ 

概要  整備計画が決まらぬまま 10 年以上が経過していた国道８号・加賀拡幅について、全国で初

めて PI 手法を導入。あわせて効果の分析を実施。 

特徴  積極的な住民参画により、行政と住民の信頼関係の構築に寄与。 

 事業期間の短縮などの PI による効果を分かりやすく分析。PI 効果を国民に向けて情報発信

するとともに、職員への効果浸透を図った。 

効果  用地取得の円滑化に寄与（例：幅杭打設・用地測量前に、権利者が、用地取得の対象にな

るか否かの判断及び代替地の詮索等に十分な時間を確保することができた。） 

 PI による効果発現の確認を踏まえ、当該事務所における新規同種事業についても PＩ手法を

採用するなどの取組みを進める方針となっている。 
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(５) 国民本位で効率的な質の高い行政 

関係する多様な主体のそれぞれの立場に立った分かりやすい活動指針等を共有する取組

み、関係事業者等との密接な意見交換・状況把握等を経て方針・事業を実施している取組

み、多様な関係主体との連携によりプロモーションを進める取組みなど、自治体・事業者

等とのより望ましい関係の構築に係る取組み事例が確認された。 
 

 自治体・事業者等とのより望ましい関係の構築に向けては、関係する多様な主体のそれぞ

れの立場に立った分かりやすい活動指針等を共有することが重要である。下記の国土政策

局による取組は、美しく豊かな国土を国民全体で支える国土の国民的経営の実践に向けて、

国民、企業、各種団体等が日々の暮らしや事業活動において、活動に取り組むきっかけや

ヒント等を整理したものであり、多様な主体との関係構築に資する好事例であると考えら

れる。 
ﾃｰﾏ 国土の国民的経営実践ガイドブック ［国土政策局］ 

概要  「国土の国民的経営」の実現に向けて、国民、企業、各種団体等が日々の暮らしや事業活

動において、活動に取り込むきっかけとなるようにガイドブックを作成・公表。 

特徴  （20 年度：第Ⅰ部）：多様な主体（国民個々人、企業、市民団体等）が、日々の暮らしや事業

活動の中で、「国土の国民的経営」の活動に取組むきっかけとなるよう、活動イメージ・意

義・楽しさ・アドバイスなどを整理。 

 （21 年度：第Ⅱ部）：多様な主体が森林、里山、農地等を適切かつ持続的に利活用していく

活動を紹介するとともに、新しく活動を始めようとする際に必要な情報・ノウハウを整理。 

 （22 年度）：活動を実践していく際に、予めお伝えしておきたい国土の実態や、活動をより持

続的なものにしていくために参考となる取組やノウハウなどを集約し、内容を更新。 

効果  都道府県、政令指定都市、市区町村にガイドブックを配布。HP 上で自由にダウンロードでき

るように公表（年間約 3,500 件の閲覧）。その他、講演、研修、会議資料として提供。 

 国土形成計画（全国計画）のモニタリングにおける意識調査では、一般国民の「国土の国民

的経営」に向けた取組の参加率は、約４割となっている。 

 
 事業者等とのより望ましい関係の構築に向けては、施策の実現を展望して、関係事業者等

との密接な意見交換や状況把握等を進める必要がある。下記の観光庁による「官民合同の

国内旅行振興キャンペーン」の事例は、国内旅行振興を進めるため、観光・交通事業者等

の民間事業者と密接な意見交換や意見聴取を行いつつ、方針を定め、事業を実施した実例

である。 
ﾃｰﾏ 官民合同の国内旅行振興キャンペーン ［観光庁］ 

概要  東日本大震災の影響による国内旅行の需要の冷え込みを受け、官民合同の国内旅行振興

キャンペーン「がんばろう！日本」を開始。 

 観光・交通業界等と一体となって、旅行を通じた被災地への直接の支援に資する取組み

や、風評被害の払拭につながる取組みを実施。 
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特徴  東日本大震災以降、観光・交通事業者等と定期的な意見交換を実施し、関係者から旅行需

要の動向・現状について聴取するとともに、官民一体のキャンペーンの実施方針を策定。 

 主な役割分担は、キャンペーンポータルサイトは（社）日本観光振興協会が作成し、観光・交

通事業者が旅行商品情報等を提供。観光庁は、消費者向けの国内旅行需要喚起及びポー

タルサイトに消費者を誘引する各種宣伝・広告を実施。 

効果  関係者が積極的にキャンペーンに関与し、国内旅行需要の喚起に向けた確実なメッセージ

の発信ができた。（キャンペーンの主旨に沿った商品造成等） 

 
 上記同様に、下記の九州運輸局による「九州インバウンド・ビジネス・フォーラム 2011」
では、自治体、鉄道事業者、金融機関、流通業界等の多様な主体との連携を進め、新たな

商品や魅力的な商品づくりを後押しできるようなプロモーションが続けられている。 
ﾃｰﾏ 「九州インバウンド・ビジネス・フォーラム 2011」の開催 ［九州運輸局］ 

概要  将来、多くのインバウンド旅行者が見込まれる中国に向けてビジネス・フォーラムを実施。 

 具体的には、中国市場を対象に旅行会社関係者を 45 名、メディア関係者を５名招請し、イン

バウンド・ビジネス・フォーラムを開催する。 

特徴  長崎県との連携：就航予定の長崎～上海経路について、同航路を観光商品として PR 

 九州旅客鉄道との連携：外国人旅行者に鉄道の利便性を PR するために連携 

 地域の金融機関との連携：九州内の物産を紹介し観光商品として PR するために連携 

 日本百貨店協会との連携：富裕層に向け、美容・健康関連素材を紹介するミニツアーを実施

効果  各機関と連携することにより、九州の観光に関するメニューの多様性をＰＲ（例：航路・鉄道

などの旅行商品の多様性、物産などの旅行商品組み込みの可能性、美容・健康などの旅

行商品としての可能性等）。 など 
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第７節 東日本大震災に関する調査結果 

 
調査概要（再掲） 

 平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災は東北地方を中心に我が国に甚大な被害を

もたらした。我が国の災害対策や安全の確保を使命の一つとする国土交通省では、他の省

庁との連携を取りつつ、この未曽有の被害に対して全庁的な対応を行っている。 
例えば、東北地方整備局が主導した、「くしの歯作戦12」は、その後の救援活動の円滑化

に大いに貢献し、活動に対する賞賛の意見が寄せられている。一方で、災害対策を司る機

関である国土交通省としては、今回のような甚大な被害から反省すべき点も多いと考えら

れる。また、被災地を中心として、今後の復興における国土交通省の役割は重要であり、

自治体等からの期待も大きい。 
 このように、東日本大震災の発生およびその対応においては、国土交通省へ寄せられる

期待、改善すべき点等が顕在化し、省としてのあり方を再認識すべき状況と考えられる。

そこで今回の調査では、東日本大震災への国土交通省の対応が、省の仕事に与えた影響や、

自治体や事業者等の評価を把握することを目的に、各種アンケート、事例収集において、

東日本大震災に関する設問を設定した。 
 

項目 東日本大震災に関する内容 

職員アンケート 東日本大震災発生以降における国民や自治体、民間事業者からの国土交

通省の対応への評価や、自らの仕事に対する認識の変化について把握 

都道府県・ 

政令指定都市職員 

アンケート 
東日本大震災以降における国土交通省の対応や、災害対策における 

国土交通省とのコミュニケーション等について 
民間事業者職員 

アンケート 

事例収集 東日本大震災に関連する各局の取組みについての事例収集 

 
  

                                                  
12 東日本大震災において津波により大きな被害を受けた沿岸部への救援活動を円滑に行う

ために、東北道、国道４号の縦軸ラインから各被災地への横軸ラインを整備した復旧活動。

本活動により沿岸部被災地への地上交通が可能となり、東北地方整備局及び地元建設業者

等の迅速な行動に対して賞賛の意見が寄せられた。 
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(１) 職員アンケート結果 

 「東日本大震災以降、国民やステークホルダーの国土交通行政への期待・認識、また

自らの仕事に対する認識、取り組み姿勢等について変わった点があればそれをご記入

ください。」という自由記入の設問を設定したところ、3,010 の回答を得た。 
 これらの意見を分類したところ、「国土交通行政への期待・認識」と「職員自らの仕事

に対する認識・取り組み姿勢」に関する意見が多く寄せられた。（※自由記入のため厳

密な区別は難しい点には留意が必要） 
 国土交通省に寄せられる「国民の期待・認識」、「自治体・民間事業者等の期待・認識」

について言及する意見では、評価する意見が概ね６割程度を占めた。例えば、東日本

大震災での社会資本整備の重要性が国民にも再認識されたという意見や、自治体への

支援が評価を得ているとの声が寄せられた。 
 

東日本大震災後の職員意識の変化に係る評価 

 
注）N=3010（「分からない」、「特に変わらない」やこれらに類する回答を除く。） 
 

東日本大震災後の職員意識の変化に係る意見の分類（N=3010） 
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評価する意見 今後の改善を指摘する意見 どちらともいえない
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東日本大震災後の職員意識の変化（アンケート自由回答一部抜粋要約） 

■評価する意見 

（国民から期待・認識について） 

 災害現場に TEC-FORCE として派遣されたが、機動力・実行力を持った組織（国交省・

警察・消防・自衛隊）に対する被災された方々からの期待が感じられた。（職場：事務

所・出張所等 勤続年数：10 年～15 年未満） 

 国の役割が世間で叩かれるほど期待されていないのではなく、むしろ期待が大きいこ

とがわかった。できるだけ答えられるようにしていきたいとさらに思うようになった。

（職場：地方支分部局等 勤続年数：20 年～25 年未満） 

 日本は、地震や台風など自然災害の多い国土という認識を国民が共通に持ち、多くの

公共事業による災害対策とは言わないが、地道な災害対策が常に必要と感じていただ

いた。（職場：内部部局等 勤続年数：30 年以上） 

 災害そのものに対する関心や、災害対策事業の必要性に対する住民の評価は変わって

きたように思います。（職場：事務所・出張所等 勤続年数：10年～15 年未満） 

 東日本大震災以降、国のインフラ整備が重要であることが、改めて再認識されたと思

う。（職場：地方支分部局等 勤続年数：25 年～30 年未満） 

 発災等における迅速な対応、対応に当たっての高度な技術等を国民から期待されてお

り、日常業務における防災意識が高まるとともに、新たな知識、技術の習得に努めな

ければならないということを認識した。（職場：事務所・出張所等 勤続年数：25 年～

30 年未満） 

 
（自治体・民間事業者からの期待・認識について） 

・市町村が機能できないほどの被災、県レベルにおいても被災により機動的に動けてない

状況において、国からの自治体への直接支援が、従来の役割分担を超えて行われた。（職

場：研究所・大学校等 勤続年数：20年～25 年未満） 

・総合防災に関しては、地方自治体職員の意見を聞いたところ地方自治体職員が国に対し

て大きな期待をしていることを感じた。（職場：事務所・出張所等 勤続年数：25 年～

30 年未満） 

・地方分権、出先機関の廃止が叫ばれる今日であるが、震災の早期復旧に際しては出先機

関の果たした役割、地元自治体からの今後の期待は大きい。今後起こり得る大規模災害

に備えて、防災計画を構築するにあたって、国に助言を求めるケースが増えている。（職

場：事務所・出張所等 勤続年数：30年以上） 

・東日本大震災等から、国土交通省職員の技術力は高く、関係法規等にも精通している印

象を、自治体、特に市町村から持たれているように強く感じた。（職場：地方支分部局

等、勤続年数：20 年～25 年未満） 
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・地元自治体に対して防災計画の見直しをドラフト以前の段階から調整したい旨を申し

入れており、自治体からも前向きの回答を得ている。（職場：事務所・出張所 勤続年

数：20 年～25 年未満） 

 初期の段階に大臣という１人の指揮官のもと大量のマンパワーを導入できる人員を有

する国土交通省への評価は、特に市町村の関係者において大きくなったのではないでし

ょうか。（職場：事務所・出張所 勤続年数：15 年～20 年未満） 

 
■今後の改善を指摘する意見 

（省内、または自治体、事業者等とのコミュニケーションについて） 

・国、県、市町村の考えがかみ合っていない感じを受ける。しかし、官庁においても横の

繋がりに壁があるので、難しいことも分かっている。（職場：地方支分部局等 勤続年

数：30 年以上） 

・地方での関係機関との相互のつながりが、省内だけでなく、関係各所でももっと必要に

思う。（職場：事務所・出張所等 勤続年数：５年～10 年未満） 

 
（スピード、手続きの簡素化について） 

・大震災以降、行政への要望は高まりつつあると思うが、もっと迅速に対応し、国民の意

見を取り入れるよう取り組むべきだと思う。（職場：地方支分部局等 庶務・その他 勤

続年数：５年～10 年未満） 

・被災地への速やかな支援対応。手続き等の時間を必要最小限にして、先行した実行が行

える暫定的な臨時環境が必要と認識します。（職場：内部部局等 勤続年数：25 年～30

年未満） 

 

（現場への権限移譲について） 

・災害ボランティアの派遣など対応の早さを検討してほしい。今回、対応が早いのは、や

はり地方自治体であった。地方局が独自に動ける体制作りをしていくべきではないか？

（職場：事務所・出張所等 勤続年数：20 年～25 年未満） 

 現場（東北地方整備局、応援に駆けつけている各地方整備局 TEC-FORCE）は本当に

がんばっている。一方で、本省は地整が動きやすくなるように裏で支える仕事に集中す

べき。本省と地整の役割分担をして、地整が自主独立して地域プレゼンスを高めるよう

にしていくべき。（職場：内部部局等 勤続年数：15 年～20 年未満） 

 

（緊急時の意思決定について） 

・本省は現場のニーズを把握することが出来ていないし、把握しても現行の枠組みでは対

応できないといった杓子定規な対応が多かったように思われる。（場：内部部局等 勤

続年数：15年～20 年未満） 
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・地方局の視点から見ると、震災当日及び翌週の対応が非常に遅い。東京が混乱していた

こともあったが、もっと東京に被害があった場合は国として動けないことが多くなりそ

うに感じる。（職場：地方支分部局等 勤続年数：20 年～25 年未満） 

 
（リーダーシップの発揮ついて） 

 複合災害の対応にあたって、関係行政機関及び地方自治体並びに NPO 等が連携して取

組むことが重要であり、そのためには、情報の共有化を図ることが大切重要。さらに、

そのうえで、しっかりとしたリーダーシップを発揮しなければならない。（職場：事務

所・出張所等 勤続年数：30 年以上） 

 前大臣の「国交省の仕事ではないかもしれないところまで必要なら取り組んでいく」と

いう姿勢が良かったと思う。これを日頃からできるようになればいいのではないだろう

か。（職場：内部部局等 勤続年数：20 年～25 年未満） 

 

（予算の重点化や執行について） 

・復興のために、国債や増税により予算調達するのは必要だが、国民の理解を得る為には

経費（諸経費、人件費）の削減をし、復興事業に対しても、無駄と思われないように予

算執行していかなければならない。（職場：内部部局等 勤続年数：20 年～25 年未満）

・既存の公共施設の維持管理が困難な状況となっている施策方針が今後も続くと、既存施

設の老朽化の進行、利用者の事故等の発生が多発する。既存施設の健全な活用ができる

維持管理施策が重要である。（職場：事務所・出張所等 勤続年数：30 年以上） 

 

（組織体制や業務負担について） 

・より縦割り感が強く感じられた。非常時に対応するため、平時に意識から変えなければ

ならい。（職場：内部部局等 勤続年数：10 年～15 年未満） 

・国土交通省では、「TEC-FORCE」や「リエゾン」といった活動もありますが、まだ体制が

十分ではない気がします。（職場：事務所・出張所等 勤続年数：10 年～15 年未満） 

・予算や業務量に見合うだけの組織・人員を配置し、災害に対する備えができる体制を取

るべき。（職場：事務所・出張所等 勤続年数：20年～25 年未満） 

 

（国土交通省の取り組みの情報提供、PR について） 

・自衛隊、警察の活躍ばかりが国民の目に入っている。国土交通省が頑張っていることが

国民に理解されるようになって欲しい。（職場：事務所・出張所等 勤続年数：10 年～

15 年未満） 

 被災した国道等の早期復旧について、多くの国民はしらない。HP ではなく、テレビ・

ラジオを通じて（何といっても圧倒的に高齢者が多く、このメデイアが有用）即時的に、

周知・広報すべき。（職場：事務所・出張所等 勤続年数：30 年以上） 
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(２) 都道府県・政令指定都市職員アンケート 

 「東日本大震災によって、国土交通省の仕事に対する認識、国土交通省とのコミュニ

ケーション等について、変わった点があればそれをご記入下さい。」という自由記入の

設問を設定したところ、160 の回答を得た。 
 これらの意見を分類したところ、概ね 6 割が、国土交通省の東日本大震災への対応に

ついて評価する意見であった。（※自由記入のため厳密な区別は難しい点には留意が必

要） 
 迅速な対応を評価する意見、都道府県の圏域を越えた広域的な対応や調整について評

価する意見等が多く寄せられた。 
 一方で、対応についての改善を求める意見も 2 割程度存在した。例えば、自治体への

事務的な負担の増大や、自治体のニーズの確認不足等の声がある。 
 
 

東日本大震災による国土交通省への認識の変化（自由記入回答の分類結果） 

 
注）N=160（「分からない」、「特にない」やそれらに類する記述を除く。）

評価する意見, 
61.9 

改善を指摘す

る意見, 20.0 

どちらともいえ

ない, 18.1 （%）
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東日本大震災による国土交通省に対する認識の変化（アンケート自由回答一部抜粋） 

■評価する意見 

・「くしの歯」作戦の経緯を聞き、適確な判断力と行動力に感動した。また、排水車の緊急手

配など地方整備局を超えた応援体制も大変頼もしく思えた。 

・国土交通省の道路など災害への対応は非常に迅速に対応していたと思いますし、助かってい

ます。 

・震災直後からの応急工事など迅速な対応、復興に向けた予算確保や計画づくりなど、国土を

守る強い意志を感じ、当方としても出来る限りの協力をしたいと改めて認識しました。 

・防災に関する情報交換が以前より活発となってきた。 

・災害査定を受けるにあたり職員の方にご相談したところ、適切、かつ懇切丁寧なご指導があ

り、地方と連携し復旧を一刻も早くやり遂げるといった熱意を感じました。 

・国土交通省は、先進的な情報・技術を有しているとともに、広域的なかつ専門的な知識と経

験を有していると思う。そうした組織の優れたところは大事にしてほしい。 

・震災があった地方の整備局の隣地域の整備局と頻繁にやりとりを行っているが、震災に対す

る連携についての対応等を真摯に行っており、大変評価できると思う。 

 
■今後の改善を指摘する意見 

（省内、または自治体、事業者等とのコミュニケーションについて） 

・震災への迅速な対応は評価するが、地方公共団体の意向を確認せず指示命令されたものが、

後に課題として地方に降りかかっている面があり、それらについては改善を促したい。 

・同じ行政と言う立場でもサービスレベルが違うため、応援では市町村の基準に合わせた応援

を行う必要がある。過大な仕事は、市町村の財政及び仕事を圧迫させる。 

・震災対策において、連携して事業に取組んでいるが、業務の進め方の相談で、回答が二転三

転したことがあった。回答が変わると信頼に係るので、是非慎重なお答えをいただきたい。

 
（スピード、手続きの簡素化について） 

・テレビや新聞による国民のコメントを聞くと行政への期待は大きいが、とにかく国民の願う

迅速な対応に行政がついて行けていないと思う。 

・通常業務の協議について県から整備局へ資料を送付しているが整備局と本省の調整が遅れて

いるため業務が５ヶ月くらい止まっている。 

 

（現場への権限移譲について） 

・震災対応については、リーダーシップをとり、総合的な対応をすべきであったが、初動が遅

かったように感じる。今回の対応では、国の動きを待っていては現場がもたないと認識した。
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（リーダーシップの発揮について） 

 もっとリーダーシップを発揮すべきだと思う。地方では広域連合等の積極的に取組みもある

ので、それらを上手くコーディネイトしてほしい。 

 

（予算の重点化や執行について） 

・予算配分を小刻みにされると、事業執行に大きな影響がでるので、やめてほしい。ばら撒き

はやめて、必要なところに必要な分だけを配分すべき。 

・震災のため５％留保していたにもかかわらず、この時期に突然解除されましたが対応に苦慮

しています。 

 

（組織体制や業務負担について） 

・時間との戦いであることは判るが、県内市町村へ再照会を行わないと回答できないことが多

く、調査回答までの時間も短く、重複するような調査も多いため対応に苦慮することが多い。
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(３) 民間事業者職員アンケート 

 「東日本大震災によって、国土交通省の仕事に対する認識、国土交通省とのコミュニ

ケーション等について、変わった点があればそれをご記入下さい。」という自由記入の

設問を設定したところ、327 の回答を得た。 
 これらの意見を分類したところ、国土交通省の対応について評価する意見が約 55%、

改善を求める意見が約 26%であった。（※自由記入のため厳密な区別は難しい点には留

意が必要） 
 評価する意見としては、発災時の迅速かつ精力的な対応や、民間事業者に対する丁寧

な対応等を評価する意見が多く寄せられた。 
 一方、改善を求める意見としては、民間事業者に対する指示の不明確さや、国土交通

省内で情報共有がうまく成されていないなどの縦割りの弊害などを指摘するものが挙

げられる。 
 

東日本大震災による国土交通省への認識の変化（自由記入回答の分類結果） 

  

注）N=327（「分からない」、「特にない」やそれらに類する記述を除く。） 
 

 

  

評価する意見, 
55.4 

改善を指摘す

る意見, 26.3 

どちらともいえ

ない, 18.3 （%）
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東日本大震災による国土交通省に対する認識の変化（アンケート自由回答一部抜粋） 

■評価する意見 

・社会の重要なインフラ整備の役割を担っている建設業の監督官庁として、日本の復興につい

てまじめに考えている職員の方がたくさんいることを感じ、非常に頼もしく思った。（建設業）

・仙台空港の早期復興は迅速かつ柔軟な対応の成果であり、素晴らしいと思います。（航空業）

・行政の縦割りは数多くあるが、震災復興に関してはかなり国と地方自治体が融合した対応が

なされている。災害に関しては積極的に国がかかわっている。（建設業） 

・東北地方整備局を筆頭に、迅速な対応されていると感じました。また全国から訓練された TEC

－FORCE の活躍、国交省職員の被災自治体への職員派遣による業務肩代わりなど目を見張るも

のが多かった。マスコミを通じて国民にもっと PR できればと思います。（建設業） 

・くしの歯作戦は大きな成果があったと思います。当社も被災地への乗り込みに利用させてい

ただきました。国土交通省の復興対策への、機動力の大きさを感じられました。（建設業） 

・東日本大震災後、燃料の供給が不安定になった時、適切な指示をいただき、又減便ダイヤ運

行についても寛大なご理解をいただいた。スピーディーな対応に感謝する。（バス業） 

・仙台空港はあれだけの被害をうけ、我々も当分運航は無理だと考えておりましたが、航空局

側の柔軟な対応と、すばやい修復作業によって、運航を果たしたことについては敬意を表し

ます。（航空業） 

・早急に対応すべき具体的な内容については、コミュニケーションがうまく取れていると考え

る。両者の目的が合わさると、このようにコミュニケーションが進むのかと感じている。た

だし、職員の方々の繁忙さは、さらに増しているのではないかと心配する面もある。（建設業）

 
■今後の改善を指摘する意見 

（省内、または自治体、事業者等とのコミュニケーションについて） 

・各整備局の対応は迅速であったと思いますが、各整備局の横の連携・連絡体制に情報の行き

違いが生じたのか、様々な指示事項が錯綜して困惑することがあったようです。この指示は

誰が誰に対して行ったのかがわかれば、動きやすかったようです。（建設業） 

 業界のトップに立つ方達が混乱すれば、その下にも混乱してしまう。非常時の時こそ正確なご

指示を頂きたいと思う。また、乗務員や乗客の安全を確保できることを確約頂いた上でご指示

賜りたい。（バス業） 

 
（スピード、手続きの簡素化について） 

 国土交通省のみならず、農政、経産等完全縦割りで個別対応するのではなく、被災地域に関

連業務を横連携する組織を立ち上げ、三現主義（現場で現物をみて現実を知る）の対応が可

能となれば、復旧・復興のスピードも多少なりとも上がるのではないでしょうか。（建設業）

 国民災難のために行おうとすることに、柔軟性がなく、届出・許可と足を引っ張るようであ

った。事後でも良かったのではないかと思う。（バス業） 
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（現場への権限移譲について） 

・局と出先(事務所)との連絡がスムーズにできていなく、本省からの情報も輻輳して、業務に

影響があった。正確な情報が得られない場合は、現地に駐在する民間事業者の社員の情報を

信用してもらい、本当に必要な順番で復旧に携われるようにしてもらいたい。（建設業） 

・被災地域に関連業務を横連携する組織を立ち上げ、三現主義（現場で現物をみて現実を知る）

に基づく迅速な対応が可能となれば、復旧・復興のスピードも多少なりとも上がるのではな

いでしょうか。（建設業） 

 

（リーダーシップの発揮について） 

 一定時期までは国交省が窓口として見えたが、以降は変わってしまい、その後の動きが鈍く

感じられている。こういった時こそ、国にリーダーシップをもっと発揮して欲しい。（建設業）

 

（予算の重点化や執行について） 

・今後、ますます、必要最低限なインフラとはという観点にて、設備のリストラを徹底的に推

進していくべきだと思います。「国土交通省」は国土を作っていくというところから、維持管

理しながらコンパクトにしていく姿勢をもっと明確化して頂きたいです。（鉄道業） 

 

（組織体制や業務負担について） 

・被災事業者への支援等については、迅速な対応をとろうとする姿勢が強く感じられた。ただ

し、当座の復旧活動最優先の状況下で、必要性・緊急性の低い調査報告をショート・ノーテ

ィスで頻繁に要求されたことは大きな負担に感じられた。（鉄道業） 
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(４) 事例収集結果 

今後の大規模災害への備えとして、東日本大震災被災時の教訓（初動時の工夫・ノウハウ）

をとりまとめる他省庁の範となるような取組みが見られた。 
平時の備え（例①：全職員を対象にした平時の初動対応訓練・資格取得、例②：映像共有

遠隔防災会議システムの構築とスキルアップ）が、東日本大震災の被災地活動支援に有効

に機能した。 
 

 東日本大震災の被災時の教訓（工夫・ノウハウ）等を共有できるかたちで整理することは、

今後の大規模な自然災害等への備えとして有用であると考えられる。水管理・国土保全局

の編纂した東日本大震災における災害時ノウハウ集は、今後の災害時に役立つものとして、

他省庁に先駆けて整理されたものである。 
ﾃｰﾏ 東日本大震災 初動の記録 災害時ノウハウ集 ［水管理・国土保全局］ 

概要  東日本大震災初動の応急対応の中で、災害対応を円滑に遂行するために各部局や現場で

おこなわれた様々な工夫やノウハウについて主なものをとりまとめたもの。 

 各局の有する対応の記憶を記録としてとどめ、“いざという時に役立つ88の工夫とノウハウ”

として今後の災害時に役立つよう編纂。 

特徴  それぞれのノウハウや工夫を１ページで整理。（編纂上の主な工夫は下記） 

－目次      ：工夫やノウハウを８つの大項目と 23 の小項目に分類し整理。 

－ノウハウリスト：工夫やノウハウを 200～300 字に纏めわかりやすく概要を整理。 

－ノウハウ集  ：各々の工夫やノウハウを写真や図表を用いて１ページ（カラー）で整理。 

効果  災害時初動対応のとりまとめとして先進的役割を果たした。（他省庁でもとりまとめを検討） 

 ノウハウ集が今後の災害において役立ち、初動の災害対応に万全が期されることを期待。 

 
 大規模な自然災害への備えとしては、平時の危機意識、及び危機を想定した場合の訓練等

が重要である。関東地方整備局・関東技術事務所では、平時より職員を対象として、初動

体制の強化に向けた訓練・資格取得等を進めており、今般の東日本大震災における被災現

場でも支援活動を実施し得た。 
ﾃｰﾏ 迅速な災害対応（定期的な訓練と資格取得の推進） 

［関東地方整備局 関東技術事務所］  

概要  夜間および休日等の緊急対応を想定し、平時より全職員（事務系職員含む）による災害対

策用機械の出動訓練および操作訓練を毎月実施。 

 災害対策用機械の現地における展開・操作、出動準備における資機材の積み込み作業等

に必要な操作資格等について、職員が積極的に取得するための取組みを実施。 

特徴  初動体制の強化に重点を置いた取組みを実施 

－緊急時において、協定会社の体制が整うまで、職員主体の出動体制がとれるよう日頃から訓練。 

－夜間や休日など、参集可能な職員で対応可能なように、事務系職員も含め全職員で訓練。 

－クレーンやフォークリフトでの作業に必要な資格取得のため技能講習の受講を推進。 
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効果  訓練参加者は延べ 520 名、資格取得者は累計で 135 名（過去５年間）。 

 東日本大震災をはじめ数多くの災害現場で活動（５年間で 15 件）。 

 
 同様に、九州地方整備局では、平時よりの防災対応力の向上の一環として、被災地映像情

報を共有や双方向コミュニケーションできる仕組みを構築するとともに、確実な運用を可

能にする研修などのスキルアップを進めてきた。その備えは、東日本大震災における被災

自治体の防災活動支援等に役立った。 
ﾃｰﾏ 映像共有遠隔防災会議(TEC-FORCE.VC) ［九州地方整備局］ 

概要  国土交通省は、大規模な自然災害に際して被災状況の把握や被災地方自治体の支援を行

い、被災地の早期復旧のための技術的支援を迅速に実施するため、平成 20 年度に緊急災

害対策派遣隊 （TEC-FORCE）を創設。 

 九州地方整備局においては、日頃より総合的な防災対応力の向上を図っており、その一環

として、平成 22 年度より、整備局の既存施設や既存の身近な機器を最大限に活用しつつ、

現地映像等を収集し、整備局や地方自治体等、離れた所にいる関係者が情報共有し、双方

向でやりとりできる仕組み である、「映像共有遠隔防災会議(TEC-FORCE.VC) 」の運用を

開始。 

 TEC-FORCE.VC を災害時に活用することにより、整備局・自治体・陸上自衛隊等の関係機

関及び多くの経験を積み高度な技術を有する整備局職員・TEC-DOCTOR・土木研究所の

専門家といった関係者が、現地の映像をリアルタイムに共有し、双方向でのやり取りを通じ

て適切な防災対応を行うことができる。 

 管内の災害のほか、東日本大震災や新燃岳噴火災害、奄美豪雨災害等では、現地

TEC-FORCE 隊員やリエゾンと整備局間の情報共有、被災自治体の防災活動の支援等に

TEC-FORCE.VC を活用。 

特徴  TEC-FORCE.VC の災害時のみならず平常時も含めた迅速かつ確実な運用を図るため「画

像共有操作検定制度」を創設、各種機器の操作に習熟するための研修や習熟度を測る検

定を行い、平時より職員のスキルアップに努めている。 

効果  TEC-FORCE 隊員と整備局災害対策本部間の迅速な情報共有が可能に（東日本大震災で

は現地に派遣されている隊員と地方整備局災害対策本部間で当該システムを活用した遠

隔会議を日々実施。被災地での隊員の活動状況や整備局のもつ情報等を相互に共有）。 

 TEC-FORCE.VC を活用し、被災自治体の防災活動を支援（例：現地に津波監視カメラを設

置し、現地関係機関等に映像配信を行った）。 
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第３章 仕事の進め方の改革の評価 
国土交通省では、統合のメリットを活かし、より質の高い行政サービスを提供すること

を目的に、「仕事の進め方の改革」に基づく取組みを実施してきているところであり、今回

のフォローアップ調査においても、①成果主義、②局横断的な取組み、③国民参画、④ア

カウンタビリティ、⑤国民本位で効率的な質の高い行政、それぞれのアウトカム目標につ

いて一定の改善が見られた。例えば、成果主義においては特に入省５年未満の若い職員に

おける認識が改善していると言った傾向が見られたところである。 

今後は、以下の対応方針を踏まえ、国土交通省の仕事の進め方の改革に基づく取組みを

一層推進し、若い職員を含め全職員が積極的にその持てる能力を最大限に発揮できるよう

な環境の下、省内外、本省、地方にわたり、広域的かつ専門的な知識と経験を活かした行

政を展開していく必要がある。 

 
① 成果主義 

成果主義については、平成 18 年度時点よりも進捗が見られた。職員アンケートにおいて

は、アウトカムを意識する職員の割合が増加しており、特に非管理職への意識の浸透が進

んでいる。また、担当業務において、目標設定がなされている職員の割合や、その目標に

対するフィードバックを受けている職員の割合も増加しており、業務における目標設定と、

その振り返りという習慣が根付いてきていると評価できる。他方、業務の目標設定につい

ては、庶務業務など一部職種で、目標設定がしにくいという現状がみられた。 

前回政策レビューにおいて掲げられた対応方針に係る取組みについては、成果主義の好

事例の共有に係るものとして「関東管内におけるＢＲＴの推進について」、アウトカム意識

の職員への啓発・周知に係るものとして「事業進捗管理に資する内部広報紙」等の事例が

確認された。 

成果主義について進捗が見られるものの、引き続き、職員や組織のアウトカム意識の徹

底が図られるようにすべきである。また、業務の目標設定については、庶務業務など一部

職種で、目標設定がしにくいという現状がある。そういった職種においては、どのように

成果主義、アウトカム意識の浸透を進めていくかの検討が必要である。 

 
② 局横断的な取組み 

局横断的な取組みについては、引き続き取組みの促進、内容の改善を図っていくべきで

ある。省庁合併による国土交通省発足以降に入省した職員の増加もあり、職員アンケート

においては国土交通省として仕事を行うという意識が醸成されていることが確認できた。

他方、国民アンケート、自治体アンケート、民間事業者アンケートにおいては、必ずしも

局横断的な取り組みが進んでいないとの指摘も存在した。 

前回政策レビューにおいて掲げられた対応方針に係る取組みについては、幹部職員の施

策の連携意識に係るものとして「中国地方連絡調整会議」、施策の連携を意識した人事、研
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修に係るものとして「合同新規採用職員研修におけるバリアフリー教室」等の事例が確認

された。 

国民や自治体、事業者からは、国土交通省の総合性の重視についてさらなる改善が必要

とされているから、今後も引き続き普段から他部局との情報交換、交流を促進し、今回の

東日本大震災のような有事の際にも効率的に業務を遂行できるような情報共有等の方法等

について、検討を行うべきである。 

 
③ 国民参画 

 国民参画については、平成 18 年度時点よりも進捗が見られたが、さらに取組みの促進、

内容の改善を図っていくべきである。職員アンケートにおいて、より一層、国民参画に係

る取組みを促進すべきという意見が多いものの、その際には、意思決定や業務完了の遅れ

等が出ないよう作業量やコストの増加を最小化すべきという意見もまた多かった。他方、

国民アンケートでは、国民参画の機会について、参画機会が増えているという回答があっ

た一方で、国民参画の取組みについて、「敷居の高い印象がある」といった理由により参加

を阻害する要因となっているということであった。 

前回政策レビューにおいて掲げられた対応方針に係る取組みについては、国民参画の周

知方法の改善に係るものとして「みなとオアシス制度の普及」等が見られた。 

国民参画の取組みの内容の改善（魅力付けや、参加しやすい雰囲気作りなど）や、取組

みの情報発信により、多くの国民が積極的に参加したいと思える状況を創出していくべき

である。ただし、その際には、取組みの促進に伴う、作業量やコストの増加に配慮した、

効率的な対応が必要である。 

 

④ アカウンタビリティ 

アカウンタビリティについては、平成 18 年度時点よりも進捗が見られたが、引き続き取

組みを進めていくべきである。職員アンケートにおいてはアカウンタビリティ意識の改善

が見られた。他方、国民アンケートにおいては、情報提供、特に分かりやすい情報の提供

について改善を求める声が見られるものの、肯定的な意見の割合が増えるなど、国民と職

員の認識の差が縮まる等改善傾向が見られる。また、職員のマスメディアに対する認識に

ついては、情報共有等について改善が見られ、苦手意識についても改善が見られる。 

前回政策レビューにおいて掲げられた対応方針に係る取組みについては、双方向コミュ

ニケーションに係るものとして「那賀川総合水系環境整備事業」、マスメディアへの積極的

な対応に係るものとして「広報分析を活用した積極的なアカウンタビリティの推進」等が

見られた。 

情報提供に関する国民の認識は、前回政策レビューから改善しており、国民と職員の認

識の差も縮まっている。今後も「社会資本整備のアカウンタビリティ向上行動指針」に沿

って国民への情報提供を引き続き進める。 
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⑤ 国民本位で効率的な質の高い行政 

国民アンケートや国民グループインタビューでは、実施施策に対する批判がある一方、

国土交通省の事業や施策を知ることで、イメージが良くなったという意見も多く寄せられ

た。特に、職員とコミュニケーションを取ることが、イメージ改善の要因となっている。 

自治体、民間事業者アンケートにおいても、仕事を共に実施する国土交通省に対する満

足度は平成 18 年度時点と比べて改善されている。特に、国土交通省の「対応の真摯さ」や、

「相手のスケジュールや対応力への配慮」について、以前よりも改善したという結果であ

った。 

東日本大震災における評価として、職員の仕事に対する意識の向上が見られ、自治体、

民間事業者アンケートにおいても、国土交通省への対応についても、評価する意見が約６

割を占めていたが、他方コミュニケーションやスピードについての改善を指摘する意見も

存在した。また、平時からの訓練が震災対策に役に立ったといった事例も存在した。 

今後も引き続き、職員の一人一人が真摯な対応を取ることが出来るよう啓発を続けると

ともに、自らの取組みについて、国民に知ってもらえるような情報発信が重要である。ま

た、自治体や民間事業者からは、国土交通省の「的確な助言や指導」、「有用な情報の提供」

についてのニーズが高いこと、また、東日本大震災においてコミュニケーション等につい

て改善を求める意見が存在したことから、自治体、民間事業者等とのより一層の連携を図

る必要がある。 

 

 

以上 
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参考 収集事例（一部抜粋） 
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